
第8回新型インフルエンザ専門家会議  
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場所：K K R ホ テ ル 東 京  

1  1 階 孔 雀 の 間  

議 事 次 第  

1．各部門からの報告  

（1）公衆衛生対策部門   

1）新型インフルエンザ対策における基本戦略の策定について   
2）早期対応戦略ガイドラインについて   

3）事業者・職場における対策について   

4）感染防護具の使用の考え方について警  
※公衆衛生対策部門及び医療部門より報告   

（2）ワクチン及び抗ウイルス薬部門   

一1）プレパンデミックワクチンの製造に用いるウイルス株について   
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（3）医療部門  
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2）新型インフル工ンザ患者の治療における人工呼吸器確保の考  

え方について  

（4）サーベイランス部門   

新型インフルエンザ対策におけるサーベイランスシステムの抽出され  

た課題について  

（5）情報提供t共有部門  

2．与党鳥由来新型インフル工ンザに関するPTの提言について   
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公衆衛生対策部門  

新型インフル工ンザ対策における基本戦略の策定について  

趣 旨   

新型インフルエンザ対策について、その知見の集積等により、各国も基本戦  

略の改訂をすすめている。我が国においても、新型インフルエンザへの備えの  

強化のため、本年5月12日に改正感染症法等が施行され、各党PTにおいても  

活発に議論が深められている。こうしたなかで我が国の地理的な条件、交通機  

関の発達度、受診行動の特徴などをもとに、さらに人的被害を最小限に抑え、  

社会機能への影響を最小限に抑えるべく基本戦略を策定する。  

目 
＿．＿   

1． 新型インフルエンザの流行を遅延させ、流行のピークにおけ  

る患者発生数および死亡者数を可能な限り抑制する。  

2． 医療体制や社会機能の破綻を阻止する。   



基本戦略の概要（案）  

【第一段階】国外発生／国内未発生時 （フェーズ4A、5A、6A）  

1）ウイルスの国内流入をできるだけ阻止する  

2）国内発生に備えて体制の整備を行う  

1）ヒトーヒト感染発生地への渡航自粛一航空機運航自粛などによリウイルス流入のリ   

スクを軽減する  

2）感染地域からの入国者に対し健康調査・停留等の措置を行う  

3）国内発生に備え、サーベイランス強化■医療体制の整備を図る  

4）プレパンデミックワクチン接種の検討などを行い、接種が適切であると判断した場   

合には積極的に接種を勧める  

5）海外発生国における継続的な情報収集および関係機関との情報共有をすすめる   



よび早期の抗ウイルス薬投与を行なう  

3）接触者は自宅待機とした上で予防投薬も行ない、発症した場合には指定医療機関へ   

の受診を勧奨する  

4）発生した地域において学校の臨時休業、集会等の自粛、外出の自粛、個人防護の徹   

底の周知等を実施する   



予防投薬についての論点の整理  

1．これまでの経緯と背景   

国内初動体制における予防投薬の投薬方法としては、① 家庭内・施設内予防投薬（発生初期  

に迅速に感染拡大を最小限に抑える目的）、② 接触者予防投薬（家庭や施設を除く接触者に対し  

て実施。追跡調査が不能になれば中止する）、③地域内予防投薬（国内発生初期の地域封じ込めに  

限り当該地区全域で実施）があげられていた。しかしながら、最近の諸外国の知見を踏まえ、①  

②それぞれの運用期間を明確にしていく必要が生じてきた。  

2．課 題   

予防投薬のあり方については、「予防投薬対象者」とそれを「対応の区切り」におけるマトリッ  

クスで適否を検討することによって、考え方の共有化を図るべきではないか。  

（1）予防投薬対象者   

① 家庭内（患者と同一世帯同居者）   

② 濃厚接触者（積極的疫学調査によって濃厚に接触した者。ただし①に該当する者を除く）   

③ 施設内（患者が通う施設に属する全ての者を対象に行う。不特定多数の接触者は対象外）  

（2）対応の区切り（案）   

① 国内初発   

② 国内患者間で、疫学的t」ンクのない患者が発見された時点   

③ パンデミック期 ※   

④ パンデミック回復期 ※  

（※ ただし、予防投薬用のタミフルが残存していることが条件）  

●検討例（以下のマトリックスで適否を検討）  

（D家庭内   ②濃厚接触者  （∋施設内   

①国内初発～  

②疫学的リンクのない患者発生  

②疫学的リンクのない患者発生～  

③パンデミック期  

③パンデミック期～  

④パンデミック回復期  



「新型インフルエンザ発生初期における早期対応戦略ガイドライン」  

改定の方向性  

「新型インフル工ンザ発生初期における早期対応戟略ガイドライン」は、行動計画  

に基づき、自治体に具体的な対応方針を示すものとして策定された。本ガイドライン  

に新型インフルエンザ発生後に必要な項目は網羅されているものの、「地域封じ込め  

作戦」の記載分が多く、また題名から初期の対応のみに重点を置いているととられる  

おそれがある。   

このため、構成の変更、細部の追加記述などにより、フェーズ4宣言以降からフェ  

ーズ6のパンデミック期及び終息期までの地域における①感染拡大防止、②社会機能  

維持等の戟略を示すものとして、改訂することが提案された。  

現ガイドラインに対する公衆衛生WG委員からの課題  

1．タイトルの変更：発生初期に限らずパンデミックまで含めた連続性のある対策   

であることを示す適切な題名に変更する。   

（例：国内発生時における行政対応ガイドライン）  

2．戟略の全容の明確化：薬剤による感染拡大防止策、薬剤以外による感染拡大防   

止策（公衆衛生対策：学校の臨時休業、外出の自粛など）を時系列に記載し、   

現在不明瞭となっているフェーズ6以降（パンデミック期）の対策戟略を明確   

化する。  

3．全体の戦略と、一戦略オプションである「地域封じ込め作戦」の記載を分離す   

る（例「地域封じ込め作戦」はオプションとし、付録等として位置付ける）  

4．薬剤による感染拡大防止策の細部の検討：特に予防投薬の対象、実施期間、開   

始時期等について検討、詳細を決定する必要（特に、家庭内、施設内での投与   

について、発熱外来、ファックス処方など医療部門WGとの関係も含め検討す  

る必要）。   



資料3－1  

事業者一職場における新型インフルエンザ対策  

ガイドライン（改定案）   
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（1）本ガイドラインの目的   

（2）国の対策  
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（3）薬剤を用いた新型インフル工ンザ対策   
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‾◆  ‾‾－「「■  

り   
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1．本ガイドラインの位置づけ   

（1）本ガイドラインの目的  

○本ガイドラインは、事業者・職場における新型インフル工ンザ対策の計画と実  

行を促進するため、感染予防策と重要業務の継続を検討するにあたり必要と考  

えられる内容を示したものである。  

○新型インフルエンザの流行によって大多数の企業が影響を受け、従業員等に感  

染者が発生することが予測される。流行時においても、人命の安全確保を第一  

に考えるとともに、可能な限り感染拡大による社会的■経済的な影響を減じる  

ため、事業者においては、事前に新型インフルエンザに対する行動計画を策定  

し、周到な準備を行うとともに、発生時には計画に基づいて冷静に行動するこ  

とが必要である。  

○新型インフルエンザ対策は、不要不急の外出自粛、学校や職場等の一時休止、  

各事業者における業務縮小等によるヒトの接触機会の抑制など、薬剤を用いな  

い措置と、ワクチンや抗インフルエンザウイルス薬等の薬剤を用いた措置を組  

みあわせて総合的に行うことが必要である。  

○特に、薬剤を用いない措置については、社会全休で取り組むことにより効果を  

発揮するものであり、すべての事業者が職場における感染予防に取り組むとと  

もに、感染拡大を防止する観点から、継続する重要業務を絞り込むとともに、  

可能な範囲で業務の縮小・休止を積極的に検討することが望まれる。また、我  

が国の人口の約半数が何らかの職業に従事してし＼ることを考慮すると、職場が  

新型インフルエンザ対策に関する正確な情報の伝達や、感染予防に必要な行動  

を促す場として機能することも期待される。  

○本ガイドラインは、新型インフルエンザ流行時の職場で想定される状況や執る  

べき措置について提示し、事業者に適切な行動を促すことで、感染予防と被害  

の最小化を図るとともに、社会の機能を維持し、国民生活の安全・安心を確保  

することを目的とする。新型インフルエンザによる被害の特徴を踏まえると、  

事業者が自主的に行動計画の検討を行い、準備を行うことは、企業の存続のみ  

ならず、その社会的責任を果たす観点からも重要であるといえる。  

（2）国の対策  

○厚生労働省ではWHOのパンデミックフェーズ分類を参考にした「新型インフ  
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ルエシザ対策行動計画」を平成17年11月策定し（平成19年10月改定）、関   

係府省庁で構成される「鳥インフル工ンザ等に関する関係省庁対策会議」で承   

認されたところである。さらに、新型インフルエンザに対する対策を具体化す   

るために、本ガイドラインも含め公衆衛生、医療、社会対応の各部門でガイド   

ラインを作成している。   

○また、新型インフル工ンザの流行を防止するために、プレパンデミックワクチ   

ンの製造備蓄や抗インフルエンザウイルス薬の備蓄、医療体制の整備など、日   

本国内での発生に備えた対策を行っている。  

（3）本ガイドラインの見直し等  

○新型インフルエンザの流行は、必ずしも予測されたように展開するものではな  

く、発生する事態も様々であると予想され、ウイルスの知見もまだ十分に得ら  

れていない。そのため、今後の情勢の変化や新しい科学的知見や技術革新等を  

踏まえて、このガイドラインは、随時見直し、必要に応じて修正を加えていく  

ものとする。  

○事業継続計画（BCP）については、中央防災会議（内閣府）が主に地震災害  

を想定して策定した「事業継続ガイドライン（第一版）」を公表している。本  

ガイドラインでは、事業継続の検討における新型インフルエンザの留意点につ  

いて示すものであり、事業継続計画の策定方法等については、中央防災会議（内  

閣府）等の資料の他、巻末に示す参考資料等を参照されたい。  
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2．新型インフルエンザの基礎的知識  

（1）新型インフル工ンザの出現   

① 新型インフルエンザの概要   

新型インフルエンザウイルスとは、動物、特に鳥類にのみ感染していた鳥イン  

フルエンザウイルスが、当初は偶発的にヒトに感染していたものが、遺伝子の変  

異によって、ヒトの体内で増えることができるように変化し、さらにヒトからヒ  

トヘと効率よく感染するようになったものある。このウイルスがヒトに感染して  

起こる疾患が新型インフル工ンザである。  

（猷新型ウイルスの出現による  

人での爆発的感染のおそれ  

巧、鳥同士の接触感染、 ／  
フン等を介した惣菜  ′  

町  Ⅰ  

′  
′②嬢触などに   

′ より、まれに  
′  人に感染  

③2種類のウイルスの  
再集合で人から人に諾  
い慈染力を持つ新型に  

／  

／  、 ヽ 、 、   
ヽ  、、  

町ニ  

：／ヰ ♯  

ヽ  
ヽ  

②接触などにヽ  
より、まれに ヽ  
人に焙染  ヽ  

ヽ  

」・」・」・】・＝ニコ  

萄浄烏インフルエンザウイルス  

窃診人のインフルエンザウイルス  

蠣■新空インフルエンザウイルス  

③変異して、人  
から人への感染  
力を持つ新型に  

○新型インフルエンザウイルスは、人間界にとっては未知のウイルスでヒトは免   

疫を持っていないため、容易にヒトからヒトヘ感染して広がり、急速な世界的   

大流行（パンデミック）を起こす危険性がある。  

○鳥インフル工ンザウイルスにも様々な種類があるが、現在最もこの新型インフ   

ルエンザに変異しそうなウイルスとして取り上げられているのは、鳥インフル   

エンザ（H5Nりと呼ばれるものである。しかしながら、近年H7と呼ばれる型も   

流行の可能性が示唆されており、どの型が流行するかは明らかではない。  
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② 新型インフル工ンザと通常のインフルエンザの違い   

○新型インフルエンザと通常のインフルエンザの違いについて、現段階で想定さ   

れる違いを表1に示す。  

表1 新型インフル工ンザと通常のインフルエンザとの違い  

未確定（発生後に確定）  

あり（かぜより強い）   

○通常のインフル工ンザはインフルエンザウイルスに感染して起こる病気で、か   

ぜよりも、比較的急速に悪寒、高熱、筋肉痛、全身倦怠感を発症させるのが特   

徴である。   

○新型インフルエンザの症状は未確定であるが、大部分のヒトが免疫を持ってい   

ないことになるため、通常のインフルエンザと比べると爆発的に感染が拡大し、   

非常に多くの人が罷患することが想定されている。それと同時に羅患者のうち   

かなりの割合の人が肺炎などの合併症を起こし、死亡する可能性も通常のイン   

フルエンザよりも高くなる可能性がある。   

○毎冬に流行する通常のインフル工ンザは、ある程度ヒトと共存しており、高齢   

者や既に何らかの病気を持つ者を除き、感染による死亡率は0．1％以下である。   

我が国では1年間に約1，000万人がインフルエンザに罷患し、約1万人が死亡   

しているという研究結果もある。  
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③ 過去に流行した新型インフルエンザからの示唆   

○過去に流行した新型インフルエンザの一つとしてスペイン・インフル工ンザ   

（1918年一1919年）がある。世界では人口の25～30％が羅患し、4000万人が死   

亡したと推計されている。当時の記録から、大流行が起こると多くの人が感染   

し、医療機関は患者であふれ、国民生活や社会機能の稚持に必要な人材の確保   

が困難になるなど、様々な問題が生じることが考えられている。   

○スペイン・インフルエンザでは、世界中に流行の波が到達するまで6～9ケ月   

の期間であった伝えられているが、現代社会では、人口の増加や都市への人口   

集中、航空機などの交通機関の発達などから、世界のどこで発生しても、より   

短期間にまん延すると考えられる。   

○スペイン・インフルエンザにおいては3回の流行の波があったが、新型インフ   

ルエンザには流行の波があり、一つの波が2ケ月程度続くと考えられている。   

そのため、一度流行が終わったとしても、次の流行に備えて更なる対策を行う   

必要がある。  

④ 新型インフルエンザの流行の警報フェーズ   

O WHOは、流行の警報フェーズを表2のように6つのフェーズに分けている。2008   

年7月末現在のフェーズは、3である。我が国ではそれぞれのフェーズに対し   

て、国内非発生をA、国内発生をBとして分類しているため、国内の行動計画   

上は2008年了月末現在でフェーズ3Aとなる。  

表2 新型インフルエンザの警報フェーズ  
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○ ヒトからヒトへの感染の増加が確認され、WHOの警報フェーズ4が宣言された   

後は、ヒトは新型インフルエンザに対する免疫力がないため、短時間で感染が   

拡大し、世界的な流行となる可能性がある。このような状況を考えると、現在   

は、事業者が事前対策を検討一準備することができる貴重な時期といえる。フ   

ェーズの進展に応じた経済社会の状況や対策については、「参考A 新型イン   

フルエンザ発生時の社会経済状況の想定（一つの例）」を参照されたい。   

○なお、現時点の鳥インフルエンザ（H5Nり発生国やヒトでの発生事例について   

は、厚生労働省のホームページで公表している。  

・新型インフルエンザ対策関連情報  

http：／／www．mhlw．go．jp／bunya／kenkou／kekkaku－kansenshouO4／index．htrn［  

・鳥インフルエンザ（H5Nl）発生国及び人での発症事例  

http：／／www．mhIw，gO．jp／bunya／kenkou／kekkaku－kansenshouO2／pdf／03．pdf  

⑤ 新型インフル工ンザの流行による被害想定   

○新型インフル工ンザが流行した際には、全人口の約25％が罷患し、医療機関を   

受診する患者数は最大で2，500万人になると想定されている。また、過去に流   

行したアジア・インフル工ンザやスペイン・インフル工ンザのデータに基づき   

推計すると、入院患者は53万人～200万人、死亡者は17万人～64万人となる。   

○ しかし、これらはあくまでも過去の流行状況に基づいて推計されたものであり、   

今後発生するかも知れない新型インフルエンザが、どの程度の感染力や病原性   

を持つかどうかは不明である。人口密度の高い地域においてはより多くのヒト   

が感染する可能性もあり、地域差も出ると考えられている。   

○流行による社会への一般的な影響は次のものが想定される。  

・膨大な数の感染者（疑い例を含む）と死者  

・社会不安による治安の悪化やパニック  

・医療従事者の感染による医療サービスの低下  

一 食料晶■生活必需品、公共サービスの提供に従事する人（交通・通信・  

電気・食料・水道など）の感染による物資の不足やサービスの停止  

・行政サービスの水準低下（行政手続きの遅延等）  

・日常生活の制限  

・事業活動の制限や事業者の倒産  

・莫大な経済的損失  
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（2）インフルエンザウイルスの感染経路  

毎年ヒトの間で流行するインフルエンザの主な感染経路は、飛沫感染と接触感  

染であると考えられている。現段階では、新型インフルエンザが発生していない  

ため、感染経路を特定することはできないが、飛沫感染と接触感染が主な感染経  

路と推測されている。   

なお、空気感染は医療現場などの極めて限定した場でのみ起こりうると考えら  

れている。   

ウイルスは細菌とは異なり、粘膜・結膜などを通じて生体内に入ることによっ  

て細胞の中でのみ増殖することができる。環境中（机、ドアノブ、スイッチなど）  

では状況によって異なるが数分聞から長くても数十時間内に感染力を失うと考え  

られている。  

免疫がないヒト  

図1 新型インフル工ンザの感染経路   

○飛沫感染   

飛沫とは、咳やくしやみにより口や鼻から飛び出す水滴である。ウイルス自体   

は小さいため、自分では遠くに飛ぶことはできないが、ある程度の重さのある飛   

沫に含まれて外に出る。   

感染した人が咳やくしやみをすることで排泄する、ウイルスを含む5ミクロン   

以上の飛沫が浮遊し、これを他の人が鼻やロから吸い込み、粘膜に接触すること   

によって感染する経路である。飛沫は、空気中で1～2メートル以内しか到達しな   

い。通常のインフル工ンザウイルスは飛沫感染することから、新型インフルエン   

ザウイルスの場合も、飛沫感染すると考えられている。  
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○接触感染   

接触感染とは、ウイルスと粘膜等の直接的な接触、あるいは中間に介在する環   

境などを介する間接的な接触によって感染する経路である。   

例えば、患者の咳、くしやみ、鼻水などに含まれたウイルスが付着した手で環   

境中（机、ドアノブ、スイッチなど）を触れた後に、その部位を別のヒトが触れ、   

かつその手で自分の眼や口や鼻を触ることによって、ウイルスが媒介される。  

（参考）  

○空気感染  

空気感染とは、飛沫の水分が蒸発して乾燥し、さらに小さな粒子（5ミクロン以   

下）である飛沫核となって、空気中を漂い、離れた場所にいるヒトがこれを吸い込   

むことによって感染する経路である。飛沫核は空気中に長時間浮遊するため、対   

策としては特殊な換気システム（陰圧室など）やフィルターが必要になる。  

現時点において、新型インフルエンザウイルスの主な感染ルー トとして考えら   

れているのが飛沫感染、接触感染であり、空調等を通して感染する可能性のある   

空気感染が一般的に起きているとする科学的根拠はない。したがって、現時点に   

おいて、事業所等が空気感染を想定した対策を講じる必要はないと考えられる。  

（3）薬剤を用いた新型インフルエンザ対策  

国では新型インフルエンザ対策の一つとして、新型インフルエンザワクチン、  

抗インフル工ンザウイルス薬を用いた対策を行っている。   

新型インフルエンザの発症予防や重症化防止に効果が如寺できるワクチンとし  

て、パンデミックワクチンとプレパンデミックワクチンがある。パンデミックワ  

クチンとは、ヒトーヒト感染を引き起こしているウイルスを基に製造されるワク  

チンであり、国民全員分を製造する計画である。発症予防や重症化防止の効果が  

あると考えられているが、実際に新型インフルエンザが発生しなければ製造でき  

ない。現時点では新型インフルエンザ発生後、より短期間で製造するための研究  

開発に取り組んでいる。   

プレパンデミックワクチンとは、新型インフルエンザウイルスが大流行を起こ  

す以前に、トリーヒト感染の患者又は鳥から分離されたウイルスを基に製造され  

るワクチンである。政府は現在流行している鳥インフルエンザウイルス（H5Nl）  

に対するワクチンをプレパンデミックワクチンとして製造、備蓄している。   

新型インフルエンザの治療薬としては、毎年流行する通常インフルエンザの治  
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療に用いられているノイラミニダーゼ阻害薬が有効であると考えられている。ノ  

イラミニダーゼ阻害薬には、経口内服薬のリン酸オセルタミビル（商品名：タミ  

フル）と経口吸入薬のザナミビル水和物（商品名：リレンザ）があり、国での備  

蓄を行っている。   

なお、詳細については「新型インフルエンザワクチン接種に関するガイドライ  

ン」、「抗インフルエンザウイルス薬に関するガイドライン」を参照されたい。  

（4）個人や事業者が実施できる具体的な感染予防策  

新型インフルエンザの感染予防策は、一般の人々が普段の生活の中で実施でき  

るものが多い。有効と考えられる感染予防策としては、以下があげられる。  

－ ヒトとの距離の保持  

・手指衛生  

・咳エチケット  

・職場の清掃■消毒  

■通常のインフルエンザワクチンの接種   

（Dヒトとの距離の保持   

最も重要な感染予防策は、ヒトとの距離を保持することである。特に感染者か  

ら適切な距離を保つことによって、感染リスクを大幅に低下させることができる。  

逆に、ヒトが社会活動を行うことで、感染リスクが高まると言える。   

＜目的＞   

咳、くしやみによる飛沫感染予防   

＜効果＞   

通常、飛沫はある程度の重さがあるため、発したヒトから1～2メートル以内   

に落下する。つまり2メートル以上離れている場合には感染するリスクは低下   

する。   

＜方法＞   

感染者の2メートル以内に近づかないことが基本となる。不要不急な外出を避   

け、不特定多数の者が集まる場には極力行かないよう、業務のあり方や施設の使   

用方法を検討する。  

②手指衛生   

手指衛生は感染対策の基本であり、外出からの帰宅後、不特定多数の者が触る  

9  

●   



ような場所を触れた後、頻回に手指衛生を実施すべきである。また、環境整備や  

発病者がいた場所等の消毒をした際、手袋を外した後に流水・石鹸による手洗い  

又は速乾性擦式消毒用アルコール製剤による手指衛生を必ず実施する。  

＜目的＞   

本人および周囲への接触感染の予防   

＜効果＞   

水と石鹸による手洗いは、付着したウイルスを除去し、感染リスクを下げる。   

また60～80％のアルコール製剤に触れることによって、ウイルスは死滅する。   

＜方法＞   

石鹸を用いて最低15秒以上洗うことが望ましい。洗った後は水分を十分に拭   

き取ることが重要である。速乾性擦式消毒用アルコール製剤（アルコールが60   

～80％程度含まれている消毒薬）はすぐに乾くため、タオルや水も必要でなく、   

簡便に使用できる。  

③咳エチケット   

風邪などで咳やくしやみがでる時に、他人にうつさないためのエチケットであ  

る。感染者がウイルスを含んだ飛沫をばらまいて周囲のヒトに感染させないよう  

に、咳エチケットを徹底することが重要である。   

＜目的＞   

咳、くしやみによる飛沫感染予防   

＜効果＞   

ウイルスは、咳・くしやみをすることで排泄される、ウイルスを含む5ミクロ  

ン以上の飛沫が1～2メートル浮遊し、これを人が吸い込むことによって感染する  

が（飛沫感染）、咳エチケットによってこれを防ぐことができる。   

＜方法＞   

咳・くしやみの際は、ティッシュなどで口と鼻を被い、他の人から顔をそむけ、   

可能な限りト2メートル以上離れる。ティッシュなどがない場合は、ロを前腕   

部（袖口）でおさえて極力飛散しないようにする。前腕部でおさえるのは、手の   

場合よりも他の場所に触れることが少ないため、接触感染を防ぐことができるか   

らである。   

呼吸器系分泌物（鼻汁・疾など）を含んだティッシュについては、すぐにゴミ   

箱に捨てる。その後の接触の可能性を回避するため、ゴミ箱は蓋付きが望ましい。   

咳・くしやみをする際に押さえた手や腕は、その後直ちに洗うべきであるが、  
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接触感染の原因にならないよう、手を洗う前に不必要に周囲に触れないよう注意  

する。手を洗う場所がないことに備えて、携行できる速乾性擦式消毒用アルコー  

ル製剤を用意しておくことが推奨される。   

咳をしている人にマスクの着用を積極的に促す。マスクを適切に着用すること  

によって、飛沫の拡散を防ぐことができる。  

④職場の清掃・消毒  

＜目的＞  

周囲への接触感染の防止  

＜効果＞  

感染者が咳やくしやみを手で抑えた後や鼻水を手でぬぐった後に、机、ドアノ   

ブ、スイッチなどを触れると、その場所にウイルスが付着する。ウイルスの種類   

や状態にもよるが、療に含まれるウイルスは、その場所である程度感染力を保ち   

続けると考えられる。このため、清掃や消毒を行うことにより、ウイルスを除去  

することができる。  

＜方法＞  

通常の清掃に加えて、水と洗剤を用いて、特に机、ドアノブ、スイッチ、階段   

の手すり、テーブル、椅子、エレベーターの押しボタン、トイレの流水レバー、   

便座等人がよく触れるところを拭き取り清掃する。頻度については、どの程度、   

感染者が触れる可能性があるかによって検討するが、最低1日1回は行うことが   

望ましい。消毒や清掃を行った時間を記し、掲示する。  

従業員が発症し、その直前に職場で勤務していた場合には、当該従業員の机の   

周辺や触れた場所などの消毒剤による拭き取り清掃を行う。その際作業者は、必   

要に応じて市販の不織布製マスクや手袋を着用して消毒を行う。作業後は、流   

水・石鹸又は速乾性擦式消毒用アルコール製剤により手を洗う。清掃・消毒時に   

使用した作業着は洗濯、ブラシ、雑巾は、水で洗い、触れないようにする。  

・食器・衣類・リネン  

食器・衣類・リネンについては、通常どおりに洗浄・清掃毛行う。衣類やリネ   

ンに患者由来の液体が付着しており、洗濯等が不可能である場合は、当該箇所を  

アルコール製剤を用いて消毒する。  

・壁、天井の清掃  

患者由来の体液が明らかに付着していない場合、清掃の必要はない。患者由来   

の体液が付着している場合、当該箇所を広めに消毒する。  

・床の清掃  
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患者が滞在した場所の床については、有機物にくるまれたウイルスの除去を  

行うために、濡れたモップ、雑巾による拭き取り清掃を行う。明らかに患者由  

来の体液（血液、尿、便、暗疾、唾液等）が存在している箇所については、消  

毒を行う。   

事業所の周辺の地面（道路など）   

人が手であまり触れない地面（道路など）の清掃は、特に必要ではないと考  

えられる。  

⑤通常のインフルエンザワクチンの接種  

＜目的＞  

通常のインフルエンザに罷患した場合の重症化予防  

＜効果＞  

新型インフル工ンザが流行する際には、通常のインフルエンザも同様に流行す  

ることが予測されるが、両者の症状は似る可能性が高いため、医療機関でもいず   

れのインフルエンザに感染したのか判断がつきにくいことが予想される。  

通常のインフルエンザワクチン接種の発症予防効果は完全ではないが、接種に  

より重症化のリスクを減らすことができ、通常のインフル工ンザによる外来患者  

を減らすことができれば、流行時の医療機関の混雑緩和にもつながる。インフル  

エンザ様症状を呈する者を減らすことは、新型インフルエンザの患者への医療の   

提供体制の確保の観点からも重要である。  

＜方法＞  

医療機関で接種する。ただし、副作用のリスクも十分理解した上で接種を行う。  

（5）感染予防に必要な保護具と衛生用品  

一般的な企業が新型インフルエンザの感染対策に使用を検討する代表的な保護  

具は、マスク、ゴーグル、手袋がある。感染予防策については、前述のように外  

出を控える、手洗いの励行といった対策を主にしながら保護具は補助的に用いる。   

保護具は適正に使用しないと効果は十分には得られない点に留意する必要があ  

る。   

一般的な企業において、新型インフルエンザの感染対策に使用を検討する、マ  

スク、ゴーグル・フェイスマスク、手袋の考え方を以下に示す。  
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（D マスク   

症状のあるヒトがマスクを着用することによって、咳、くしゃみによる飛沫の  

拡散を防ぐことができ、感染拡大を防止できる。マスクをすることによって、健  

常者がウイルスの吸い込みを完全に防ぐという明確な科学的根拠はないため、マ  

スクをつけることによる防御を過信せず、お互いに距離をとるなど他の感染予防  

策を重視する。   

一般的な企業では、市販の不織布製のマスクが購入の対象となる。不織布製の  

マスクは、医療用のサージカルマスク（外科用マスク）と呼ばれることがある。  

N95マスク以上（防じんマスクDS2規格以上）のような密閉性の高いマスクの着用  

は、患者と接するリスクの高い場合においてのみ着用を検討する。  

＊マスクの装着にあたっては説明書をよく読み、正しく着用する。特に顔に合っ   

ているか、注意する。マスクの外に病原体が付着するリスクがあるため原則使   

い捨てとし、捨てる場所や捨て方にも注意をして他の人がふれないようにする。   

＊ 市販の不織布製マスク（サージカルマスク、外科用マスク）  

現段階では、咳やくしやみなどの症状があるヒトが咳エチケットとして着用   

することで飛沫を飛散させないということについての効果は根拠があるが、健   

常者を環境中からのばく露から守るという点については十分な効果があると   

いう根拠はない。したがって、マスクを着用することで着用者が防御性を過信   

することは望ましくない。   

＊ N95マスク以上（防じんマスクDS2規格以上のマスク）の効果  

N95以上のマスク、又は防じんマスクDS2以上は、着用にあたって、フィッ   

トの確認や着用の教育が必要である。正しい使用が行えない場合には効果が十   

分に発揮されない。  

感染リスクが高く教育可能な医療関係者等が、インフルエンザ症状のある人   

との近距離での接触が予想される場合に着用することが想定されている。今後、   

フィットの確認などの体制などの充実によっては、それ以外の感染患者に濃厚   

に接触するリスクのある場での使用で普及する可能性はある  

（診 ゴーグル、フェイスシールド   

ゴーグルやフェイスシールドは、眼の結膜からの感染を防ぐために着用が考え  

られる。ゴーグルは、直接的な感染だけでなく、不用意に眼を触ることを防ぐこ  

とで感染予防にもつながる。  

しかし、ゴーグルは、すぐに曇ったり、長時間着用すると不快である。購入   

にあたっては、試着して従業員の意見をよく聞きながら選択する。   

ゴーグルやフェイスシールドは、感染患者に接触するリスクが高い場所で必  
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要になるため、一般の企業で使用する場はそれほど多くないと考えられる。  

③手袋  

手袋は、ゴム製の使い捨て手袋の使用が検討される。手袋着用の目的は、自   

分の辛が汚れるのを防ぐためである。したがって、滅菌されている必要はない。   

新型インフルエンザなどの細菌やウイルスの対策としては、辛から直接感染す   

るのではなく、接触感染により手についたウイルスが口や鼻に触れることで感   

染する。つまり、手袋をしていたとしても、手袋を着用した手で鼻や口を触っ   

てしまっては感染対策にはならない。また、手袋を着脱した後は、直ちに流水   

や消毒用アルコール製剤で手を洗う。  

また、ゴムに含まれるラテックスアレルギーの人もいるので注意が必要であ   

る。  

○保護具の購入一備蓄   

保護具は保護する能力が強いほど長時間の着用は難しい。そのため、選択にあ   

たっては使用する時間を想定し、試験的に従業員に着用させて、決定することが   

望まれる。   

保護具を購入するにあたっては、次のプロセスで行うことが望ましい。  

・感染のリスクに応じた保護具を選択し、実際に使用する職員の意見を聴  

取する。その際、保護具の密着性、快適性などについても考慮する。ま  

た、候補となる保護具は複数の型やサイズを選択する。  

■コストを評価する。管理面又は環境面の改善により保護具が不要となり  

全体として責用がかからないことがある。  

■個人の身体、保護する部分に合うものかを確認する。  

・流行時に安定した供給が可能か確認する。  

一保護具の選定を行ったら、個人に配布して一人一人の身体の形にあって  

いるかを確認する。その際に正しい着用方法を指導する。個人にあった  

サイズを確認して、記録しておく。  

・使用可能なものを選ぶ   

○保護具の管理・教育   

保護具は自らを守るものであり、感染リスクがある場所に入る前に着用する。  

必要な場所ですぐに入手できないと、着用する人が減る可能性がある。したがっ  

て、定期的な保護具の供給の管理者も必要になる。   

保護具は、定められたように着用しないと効果が十分には発揮されないため、  
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説明書などを確認して適正に着用できるようにする。また、保護具は着用により  

不快感も伴うため、時間がたつにつれ正確に着用されなくなる可能性もあること  

も含めて、教育・訓練を行う。   

新型インフルエンザ流行時には、感染に対する恐怖で不必要に保護具を使いす  

ぎることの無いよう、適正に使用するよう教育なども行う必要がある。   

○保護具の廃棄   

保護具を着用することで汚染を広げないように注意すると同時に、汚染された  

場合の廃棄や取り替え時には自らが感染したり、新たな感染源を作ってしまうお  

それがあるため注意が必要である。   

基本的には保護具は、使い捨てである。しかしコストもかかることと、場合に  

よっては流行の初期において保護具が不足してしまう可能性もある。そのような  

状況では使用時間を長くする、繰り返し使用するといったことが必要になるかも  

しれないが表面には何が付着するかわからないため、なるべく1日に1、2回は交  

換する。   

すべての保護具を外した後には、保護具にウイルスがついている可能性もある  

のですぐに手洗いや消毒用アルコール製剤による消毒を行う。また、廃棄場所を  

きちんと定め、その処分をする人が感染対策についても十分に検討しておく必要  

がある。   

使用済みのものを捨てる場所においても接触感染するリスクがあることから、  

ノータッチ廃棄容器（足でペダルを押すことであけることができる廃棄容器）な  

どを使用する。   

○感染リスクに応じた保護具の選び方   

保護具は感染リスクに応じて選択することが望まれる。以下の表3に感染リス  

クに応じた保護具をあげる。  
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表3 感染リスクに応じた感染予防■防止対策と保護具  

△  十分な防護効果が得られるという科学的根拠はない   

（○）  状況に応じて使用する   

患者数が相当数増加してきた時点、N95マスク以上または防じんマスクDS2規格以上が  
※1     入手困難になった墳合あるいは他の状況での使用が優先される場合に不織布製マスク  

（サージカルマスク）の使用になる   

PAPRは、環境からの飛沫などの粒子状物質を電動フアンとフィルタによって除去した空  
気を着用者に送風する。防護性が高く、また呼吸も製品によってはしやすく長時間着用  

※2        も可能である。高価で使用には然様が必要なことから、非常に高いリスクが考えられる  
埠合にのみ使用されるべきである。   

※3  感染が拡大しフェーズが進むにつれ、必然性が薄れると考えられる   

● 手洗いの励行や、症状のある者に近づかないことが大切。  
重要      ● 保護具の蓑着等の教育を行う。一部の保護具（マスクやPAPR、ゴーグル又はフェイ  

スシールド）は医療従事者以外には特に教育が必要。   

参照：国立感染症感染症情報センター：「鳥（H5Nl）・新型インフルエン  
（フェーズ3－5）対矧こおける患者とその接触に関するPPE（個人防護具）について  
Verl．ヰ」  

注意  a）この表は、現行のガイドラインに沿って作成したものである。  

b）ここに示した感染予防と防護対策と保護具の水準は、推定される新型イ  
ンフルエンザの感染織路により、現時点でとりうる最も適当だと考えられる  
集として推奨するものである。各職場における職員の教育■訓練や、備蓄等  
の検討材料として活用していただきたい。今後の研究による医学的知見お  
よび今後のガイドラインの見直しによりにより、漸次改訂されることが予測さ  
れる。よって、常に最新の情報を収集するよう配慮されたい。  

c）④～⑥のPPEに関しては、専門家の間でもまだ一致した合意が得られ  
ていないため、今後、出てくる知見や議論等に応じ変更する可能性がある。  



④ 消毒剤   

インフル工ンザウイルスには次亜塩素酸ナトリウム、消毒用エタノール、イソ  

プロパノールのような消毒用エタノール製剤、などが有効である。消毒剤の噴霧  

は不完全な消毒や、ウイルスの舞い上がりが起こる可能性があり、また消毒実施  

者の健康障害につながる危険性もあるため、実施してはならない。   

Q次亜塩素酸ナトリウム   

次亜塩素酸ナトリウムは原液を希釈し、0．05～0．5w／v％（500～5，000ppm）の   

溶液、例えば塩素系漂白剤等を用いる。30分間の浸漬かあるいは消毒液を浸し   

たタオル、雑巾等による拭き取り消毒を行う。   

○イソプロパノール又は消毒用エタノール   

了Ov／v％イソプロパノール又は消毒用エタノールを用いて消毒を行う。消毒液   

を十分に浸したタオル（ペーパータオル等）、脱脂綿を用いた拭き取り消毒を行   

う。  
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3．新型インフルエンザ行動計画の立案   

事業者において現在実施すべき対策としては、（1）企業で迅速な意志決定が可能  

な新型インフル工ンザ対策の体制を確立し、（2）従業員や利用客等を守る感染予防  

策を実施し、（3）新型インフルエンザ発生時の事業継続を検討・策定、（4）定期的  

に従業員に対する教育・訓練を実施することがあげられる。また、行動計画は（5）  

点検・是正を行い、より具体的なものにする。  

（1）新型インフルエンザ対策体制の検討・確立  

① 危機管理体制の整備   

○意志決定方法の検討  

・新型インフルエンザ行動計画の立案に当たっては、経営責任者が率先し、危機   

管理・労務・財務・広報などの責任者を交えて行うことが必要である。また、   

行動計画は、就業規則や労働安全衛生にも関わることから、必要に応じて産業   

医をメンバーに加えることが望まれる。  

・その際、意志決定方法を確立するとともに、意志決定者の発症等に備え、代替  

意志決定システムの検討を行う。  

・分散した事業所がある場合には、流行時には各事業所での判断が求められるこ  

とになるため、本社での対策本部と連携可能な別組織を設置することを検討す  

る。  

・職場での感染予防が困難と判断される場合の一時休業などの方針や意志決定  

方法等を検討する。   

○通常時の体制の運営  

・通常時から新型インフルエンザについて正確な情報を収集するよう努める。   

・感染予防策については、専門的な知識を必要とすることがあるため、産業医や   

近隣の医療機関、管轄の保健所、産業保健推進センターなどを活用して、助言  

を依頼することも検討する。  

②情報の収集と共有体制の整備  
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○発生時における情報収集体制の整備  

・意志決定に当たっては、正しい情報を継続して入手できる体制を構築する。  

・国内外の新型インフル工ンザの感染状況や公共サービスに関する情報を、国   

（厚生労働省、外務省等）、都道府県、世界保健機関（WHO）等から入手す  

る。  

・海外進出事業者においては、上記に加え、外務省、在外公館、現地保健部局か  

らの情報収集体制を整備する。  

・得られた情報を、必要に応じて、各事業者の計画や対策の見直しに役立てると   

ともに、事業者t職場としての対応方針に反映する。更に、事業者団体、関係   

企業等と密接な情報交換を行う。   

○連絡体制の整備  

・緊急時における保健所、近隣の医療機関等との連絡体制を整備する。   

○従業員への情報提供体制の整備、普及啓発  

・従業員に対して、感染予防策を徹底するとともに、新型インフルエンザ発生時   

の行動についての普及啓発を行う。新型インフル工ンザ発生時に業務に従事す   

る者に対しては、その感染リスクを理解一納得させる。  

・また、自社の事業継続の観点から必要な取引事業者に対し、感染予防策等の普   

及啓発を実施することが望ましい。  

・流行時に従業員の感染状況を確認するため、安否確認の体制を構築する。  

＜収集すべき情報＞  

・一般的な情報   

＊ 新型インフルエンザが発生している地域   

＊ 新型インフルエンザの概要（特徴、症状、治療方法等）  

・社内の情報   

＊ 緊急連絡先や保育所や学校に通う子どもの有無等を把握する。   

＊ 従業員の直近の海外渡航状況を把握する。発生国への渡航歴がある場合、  

出社の可否や健康診断受診の要否などを判断する際の材料となる。  

・海外進出企業等   

＊ 当該国の薬事法など、抗インフルエンザ薬の取扱方法等  

③ サプライチェーン（事業継続に必要な一連の取引事業者）の確保  

新型インフルエンザ発生時にサプライチェーンが機能するかどうか、どの業務  
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をどの程度継続するか、関連事業者間でどのように相互支援を行うかなどにつ  

いて協議する。  

（2）感染予防策の検討  

○事業者は、従業員に対して安全配慮義務を担う。事業者は、新型インフルエン   

ザ発生時に従業員を勤務させる場合、必要十分な感染予防策を講じる必要があ   

る。そのため、現時点（フェーズ3）で開始するものを含め、フェーズごとに   

実施する感染予防策を定める。   

（む職場における感染リスクの評価と対策   

○職場における感染リスクについて、職場ごとに評価し、改善する。以下にリス   

クの評価の手順の例を示す。  

・まず、従業員が新型インフルエンザ感染者（疑い例を含む）の2メートル以内  

に近づく可能性があるかを確認する。  

・また、発熱などの症状のある人の入室を防ぐ方法を検討する。例えば、従業員   

や利用客等の中に感染の疑いのある者が、直ぐに発見・報告される仕組みを構   

築する（例：従業員や利用客等の体温測定等）。  

・不特定多数の者と接触する機会のある事業者においては、特に感染予防策を充   

実させる必要がある。来客に対しても、その理解を待つつ、必要と思われる感  

染予防策の実施を要請する。  

○感染者と近づく可能性がある場合、接触する機会を減少するために職場環境や   

勤務形態の見直しや従業員への保護具の装着を検討する。以下に、感染者との   

接触機会を減少する方法の例を示す。  
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表4 職場における感染リスクを低下する方法  

実施項目   実施方法（例）   

訪問者の立ち入  ・訪問者の立ち入れる場所を制限する。訪問スペースの入り口を限   

り制限   定する。  

・訪問者同士が接近しないように通路を一方通行にする。  

■訪問スペースに入る訪問者の人数を制限する。  

・訪問者の時間帯をずらすなど、可能な限り人口密度を低くする。   

訪問者の検温   ・感染者、発熱している人の訪問防止のため、訪問スペースに入る一  

前に検温への協力を依頼する。  

＊耳で測定する場合、外気温の影響を受けやすいことに注意す  

る。  

＊発熱による来所制限つい七は、通常であれば38度以上が目安  

と考えられるが、事業所の判断により、それ以下としてもよい。  

・訪問スペースの入り口で体温を測ることができる体制を確保する  

ことをめざす。  

・発熱している訪問者は、訪問スペースヘの入場を拒否する。   

手洗い   ・訪問スペースに出入りする人は必ず手洗いを行なう。そのために、  

訪問スペースに入る前に手洗い場所（手指消毒場所）を設置する。  

手洗い場所の設置が難しい場合、速乾性消毒用アルコール製剤を  

設置することも有効である。   

訪問者の氏名、住  ・訪問者の氏名、所属、住所等を記入してもらう。この情報は、後   

所の把握   に感染者の追跡調査や感染予防策を講じるために重要である。  

・海外からの訪問者については、本国での住所、直前の滞在国、旅  

券番号なども記入してもらう。   

○事業を継続する場合、従業員や利用客等への感染予防策を徹底することが必要   

となるが、感染予防策としては以下のようなものが有効である。   

・感染リスクが比較的高い業務を一時停止する  

・在宅勤務で可能な業務の有無、在宅勤務実施のための就業規則等の見直し、通   

信機器等の整備  

・対面による会議を避け、電話会議やビデオ会議を利用する  

・非感染地域の農業や就業者密度の低い製造業などの感染リスクの低い事業者  
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は、必要な感染予防策を講じた上で操業継続する。  

・事業者は、従業員に対して感染予防策を指導するほか、利用客等に対しても感   

染予防策の順守を要請する。  

○職場とともに家庭生活や通勤におけるリスクを下げることを検討する。   

・ラッシュ時の通勤及び公共交通機関の利用の回避（時差出勤、在宅勤務の  

導入等）   

○職場で感染の疑いのある者が発見された場合を想定し、対応措置を立案する。   

・職場での感染予防策を徹底する役割を担うとともに職場で感染の疑いのあ  

る者が発見された場合に対処する作業班を決める。作業班のメンバー用に  

必要な保護具を用意する。   

○感染予防策について日頃から訓練を行い習熟しておくとともに、必要な資機材   

等を備蓄する。   

○社会機能維持に関わる事業者は、予めプレパンデミックワクチンの接種対象者   

数を都道府県へ連絡するl。  

【海外勤務する従業員等への対応】   

○新型インフルエンザが発生した場合、事業者は、海外勤務、海外出張する従業   

員等及びその家族への感染を予防するため、「海外派遣企業での新型インフル   

エンザ対策ガイドライン」（平成19年5月18日改訂 労働者健康福祉機構 海   

外勤務健康管理センター）等を参考としつつ、必要に応じて、以下の措置等を   

講ずる。   

○発生国・地域に駐在する従業員等及びその家族に対しては、外務省から発出さ   

れる感染症危険情報や現地の在外公館の情報等を踏まえ、現地における安全な   

滞在方法や退避の可能性について検討する。   

○発生国・地域への海外出張については、やむを得ない場合を除き、中止する。   

また、感染が世界的に拡大するにつれ、定期航空便等の運航停止により帰国が   

困難となる可能性があること、感染しても現地で十分な医療を受けられなくな   

る可能性があること、帰国しても10日間程度停留される可能性があること等   

に鑑み、海外出張を原則中止することが望ましい。  

ープレパンデミックワクチンの効果は、不確定であり副作用のおそれがある。事業者は、予め接種対象となる従業員の同  

意を得る。接種は、．都道府県（又は市町村）の指示により所定の場所で受ける。  
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（3）新型インフルエンザを対象とした事業継続の検討  

○新型インフルエンザ発生時に想定される被害を勘案しつつ、事態の進展に応じ   

た事業継続計画を作成しておくことで、従業員等の感染とともに事業への影響   

を最小限に抑えることが可能となると考えられる。   

○事業継続計画は本来、脅威の種類を問わずに策定するものとされているが、我   

が国では地震災害を主な対象に策定を進めている事業者が多い。新型インフル   

エンザを対象とする事業継続計画は、地震災害を対象としたものと共通する要   

素もあるが、両者の相違を把握した上で、事業継続を検討することが重要であ   

る。   

○地震災害に対しては、できる限り事業の継続・早期復旧を図ることが事業継続   

方針とされる。しかし新型インフルエンザに対しては、事業を継続することに   

伴い従業員や利用客等が感染する危険性（リスク）と、社会的責任を担うこと、   

経営面から業績を維持することのための事業継続への要請とを勘案して、事業   

継続のレベルを決めなければならない。   

○新型インフルエンザが大流行した場合、その影響は長期間にわたって全世界に   

及び、サプライチェーン（事業継続に必要な一連の取引事業者）2の確保が困難   

となることが予想される。事業者は、重要業務の継続に不可欠な取引事業者を   

洗い出し、新型インフルエンザ発生時においても重要業務が継続できるよう、   

当該取引事業者とともに必要な対策について検討を行う。その際、海外との取   

引を含め、海外事業者との取引を含めた周到な対策を講じておくことも重要と   

なる。  

2 ある事業に関わっている全ての取引事業者を指す。直接的な取引事業者だけでなく、2次J3次の取引事業者やライフ  
ライン事業者、食堂・清掃等の出入業者など全ての業者を含む。  
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表5 事業継続計画における地震災害と新型インフルエンザの相違  

項目   地震災害   新型インフルエンザ   

事業継続   ○できる限り事業の継続■早期  ○感染リスク、社会的責任、経営面を勘   

方針   復旧を図る   案し、事業継続のレベルを決める   

○主として、施設■設備等、社  
被害の対象  

会インフラヘの被害が大きい   

○被害が地域的一局所的（代替  ○被害が全世界的である（代替施設での  
地理的な影響   

範囲  
施設での操業や取引事業者間  

の補完が可能）   

○過去事例等からある程度の影  ○長期化すると考えられるが、不確実性  
被害の期間  

響想定が可能   が高く影響予測が困難   

○主に兆候がな〈突発する   ○海外で発生した場合、国内発生までの  
災害発生と被  

害制御  
○被害量は事後の制御不可能   間、準備が可能  

○被害量は感染予防策により左右される   

事業への   ○事業を復旧すれば業績回復が  ○集客施設等では長期間利用客等が減少   

影響   期待できる   し、業績悪化が懸念される   

①事業継続方針の立案   

新型インフルエンザ発生時における事業継続に係る基本的な方針を立案する。   

一般の事業者において、事業継続をどの程度行うかについての決定は、従業員や   

利用客等の感染予防策の実施を前提として、事業者自らの経営判断として行われ   

る。ただし、業種・業態によっては、社会機能維持に必要な事業の継続を要請さ   

れる事業者や、感染拡大防止のため事業活動の自粛を要請される事業者がある。   

○新型インフルエンザの流行の波は複数回あると考えられており、1つの波の流  

行期間は約2ケ月間続くと考えられている。流行の初期段階（フェーズ4A／  

B）においては、感染予防策や業務の縮小・休止などの対策を積極的に講じて、  

大流行を防いだり遅らせたりすることが有効である。同時に、大流行（フェー  

ズ6）に進展しても、経営が破綻しないような方策を構築しておくが重要とな  

る。また、大流行後に事業を円滑に復旧するための方策も望まれる。   

○一般の事業者においては、職員や利用客等の感染リスクを低減する目的、ある  

いは感染拡大に伴う社会状況の変化に伴い事業が制約を受けることが想定さ  

れることから、当該事業者にとって重要業務を特定し、重要業務の継続に人  

的・物的資源を集中しつつ、その他の業務を積極的に縮小■休止することが考  
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えられる。なお、感染拡大防止の観点からは、不要不急の業務については、可   

能な限り縮小・休止することが望ましい。   

○－一方、2ケ月間事業を停止することにより最低限の国民生活の維持が困難にな   

るおそれのある事業者については、その社会的責任を果たす観点から、社会的   

に求められる機能を維持するための事業継続の検討が必要となる。   

○一般の事業者であっても、社会機能維持に関わる者と取引については、社会機   

能維持に関わる者との協議等により、その継続の必要性を判断することが望ま   

れる。   

○感染拡大防止の観点からは、不要不急の事業については、可能な限り縮小■休   

止することが望ましい。中でも、興行施設等不特定多数の者が集まる場や機会   

を提供している事業者については、国や地方公共団体が事業活動の自粛を要請   

することになる。なお、自粛要請がなくても利用客等の大幅な減少が予測され   

る。これら事業者においては、自粛要請や利用客等減を前提として、事業継続   

方針を立案しておく必要がある。   

○海外進出企業においては、現地で新型インフルエンザが発生した場合の、現地   

の事業継続の有無、安全な事業継続の方法、日本人従業員やその家族の帰国の   

有無、といった事業継続方針を立案する。現地の公衆衛生対策レベルや現地従   

業員との協働等の観点からも検討する必要がある。  

【社会機能維持に関わる者として事業継続を要請される事業者】  

・国民の生命一健康や最低限の国民生活を維持するために必要な医療従事者や社   

会機能の維持に関わる事業者としては、以下のような業種■職種が想定される。   

新型インフルエンザの流行時においても事業を継続するため、代替・補助要員   

の確保など人員体制について検討を行うことが必要である。  

ア．医療従事者：機能低下を来した場合、国民の生命の維持に支障を来すもの   

（医療従事者、救急隊員、医薬品製造販売業者等）  

イ．社会機能の維持に関わる事業者   

＊ 治安維持：機能低下を来した場合、治安の悪化のため社会秩序が維持で  

きないもの（消防士、警察職員、自衛隊員、海上保安庁職員、矯正職員、  

法曹関係者等）  
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＊ ライフライン関係：機能低下を来した場合、最低限の国民生活が維持で   

きないもの（電気事業者、上下水道関連事業者、ガス事業者、石油事業者、   

熱供給事業者、金融事業者、情報処理事業者、食料品・生活必需品製造販   

売事業者、鉄道業者、道路旅客・貨物運送業者、航空運送事業者（国内線   

関係）、水運業者（国内線関係）等）   

＊ 国又は地方公共団体の危機管理に携わる者：機能低下を来した場合、最   

低限の国民生活や社会秩序が維持できないもの（国会議員、地方議会議員、   

都道府県知事、市町村長、国家公務員・地方公務員のうち危機管理に携わ   

る者、在外公館職員、航空運送事業者（国際線関係）、水運業者（国際線   

関係）等）   

＊ 国民の最低限の生活稚持のための情報提供に携わる者二機能低下を来し   

た場合、情報不足により社会秩序が維持できないもの（報道機関、重要な   

ネットワーク事業・管理を行う通信事業者等）  

【事業自粛が要請される事業者】   

○不特定多数の者が集まる場や機会を提供している事業者に対しては、感染拡大   

の観点から事業活動の自粛を要請することになるが、それらの事業者について   

は、可能な限り要請に応じていただくことが望ましい。   

○仮に、それらの事業者が自主的な判断により事業活動を継続しようとする場合、   

次のような厳格な感染予防策を講じない限り、感染拡大を促進することになり   

かねないことに留意する必要がある。  

＊従業員や利用客等などが常に2メートル以上の距離にあり、互いの接  

触■接近が防止される  

＊入り口などで発熱などの症状のある人の入場を防ぐ  

＊入り口などで手洗いの場所を設置する  

＊突発的に感染が疑われる利用客等が来場した場合にも、十分な感染予防  

策を講じることができる体制を構築する  

②事業影響分析と重要業務の特定   

○事業者は、新型インフルエンザ発生時の影響について想定する。（参考Aを参  

照のこと）  
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・一般の事業者は、新型インフルエンザ発生時の事業に対する需要の変化  

を予測し、行動計画に反映させる。業種によっては、需要が増加したり、  

売上げが減少したりすることが考えられる。  

・社会機能の維持に関わる事業者は、フェーズ6においても、社会機能の  

維持のための重要業務を継続することが求められる。  

・前述のとおり、興行施設等不特定多数の者が集まる場や機会を提供して  

いる事業者については、国や地方公共団体が事業活動の自粛を要請する  

ことになり、自粛要請がなくても利用客等の大幅な減少が予測される。  

■全ての事業者において、多くの従業員が感染したり、サプライチェーン  

（事業継続に必要な一連の取引事業者）に大きな制約を受けたりするこ  

とが考えられる。   

○事業者は、上記の想定を踏まえ、新型インフルエンザ発生時でも継続を図る重   

要業務をフェーズごとに特定する。  

－一般的な事業者は、従業員の感染リスク（感染予防策の実施が前提）と  

経営上の観点から総合的に判断の上、継続する重要業務を絞る。  

・一般の事業者であっても、社会機能の維持に関わる者と取引については、  

社会機能維持に関わる者との協議等を踏まえ、こうした取引を重要業務  

に位置づけることが考えられる。   

・社会機能の維持に関わる事業者は、社会機能の維持に必要な重要業務を  
特定し、大流行時（フェーズ6）においても重要業務の継続に努める。  

さらに、重要業務の継続に不可欠な取引事業者を洗い出し、パンデミッ  

ク時おいても重要業務が継続できるよう、当該取引事業者とともに必要  

な新型インフルエンザ対策について検討を行う。  

表7 重要業務特定の視点  

事業者の区分   重要業務の評価指標例   

社会機能の維持に  新型インフルエンザの流行期間（2ケ月間程度）停止すると、国民生活に   

関わる事業者   多大な影響を与えるような業務   

医療従事者又は社会機能の維持に関わる事業者の重要業務に関連する業  

務  

一般の事業者        経営上重要な業務（顧客・市場、株価、財務、コンプライアンス等の視  

点から）  

上記の業務を遂行するための基盤的な業務（人事、施設管理、ITシス  

テム管理等）   
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③重要な要素・資源の確保   

新型インフルエンザ発生時に重要業務の継続を実現するため、その継続に不可   

欠な要素・資源を洗い出し、予め確保するための方策を講じる。   

○新型インフルエンザ発生時、多くの従業員が出勤困難又は不可能となるおそれ  

があり、こうした事態を想定して代替策を準備しておく必要がある。   

・フェーズ4B以降、学校や幼稚園・保育所の休業や、一部の福祉サービス  

の縮小などにより、共働きの世帯等は出勤が困難となる場合がある。   

・フェーズ6Bにおいては、多数の従業員が長期間欠勤する場合も想定して  

おく。   

○感染拡大の初期段階では、職場で感染の疑いのある者が発見され濃厚接触者  

が自宅待機（10日間以内）するケースが想定される。そのため、継続する重要  

業務を決定する際には、濃厚接触者が自宅待機することを想定した検討を行う  

必要がある。具体的には次のような者が濃厚接触者とされることが想定されて  
いる。  

表8 濃厚接触者について  

ア．世帯内居住者   

患者と同一住所に居住する者。  

イ．医療関係者   

患者の診察、処置、搬送等にPPEの装着なしに直接携わった医療関係者や搬送担当   

者．。  

ウ．汚染物質への接触者   

患者由来の血液、体液、分泌物（汗を除く）、排泄物などに、防護装備なしで接触し   

た者。具体的には手袋、マスク、手洗い等の防護対策なしで患者由来検体を取り扱   

った検査従事者、患者の使用したトイレ、洗面所、寝具等の清掃を行った者等。  

エ．直接対面接触者   

手で触れること、会話することが可能な距離で、上記患者と対面で会話や挨拶等の   

接触のあった者。接触時間は問わない。勤務先、学校、医療機関の待合室、会食や   

パーティー、カラオケボックス等での近距離接触者等が該当する。  

注：詳細は「新型インフルエンザ積極的疫学調査ガイドライン」を参照  

○新型インフルエンザ発生時、サプライチェーン（事業継続に必要な一連の取引  

28   



事業者）全体が機能するかどうかが問題となる。重要業務を継続するには、そ  

の継続に必要な取引事業者を洗い出して、新型インフル工ンザ発生時の業務継  

続レベルについて予め調整し、必要な措置を講じる必要がある。  

t取引事業者間で、事前対策の促進について相互協力するとともに発生時  

の相互支援等について決定する。   

・調達困難となる原材料等については、備蓄を増やす等の措置を行う。  

表9 重要業務決定の条件  

フェーズ   条件   

フェーズ4A／  ・海外拠点の操業制約や輸出入の制約を前提とする。   

B   ・感染予防策の実施下で無理なく継続可能なこと3。  

・職場で感染の疑いのある者が発見され濃厚接触者4が自宅待機（10  

日間以内）するケースを想定し、継続する重要業務を決定しておく。   

フェーズ5／6  ・仮に従業員の40％程度が数週間にわたり欠勤するケースを想定し、  

継続する重要業務を絞り込んでおく。（40％以上欠勤する可能性が  

あるため、数通りのケースについて検討しておくことが望ましい）。   

○ライフライン、交通機関、金融決済、食料品・生活必需品の製造t販売等は、   

社会機能の維持に関わる事菓者により、フェーズ6においても必要最小限は維   

持されると想定される。参考までに以下に仮定を示す。  

・電力、上下水道、都市ガス、プロパンガス、電話、インターネットなど  

のライフラインは、ほぼ通常どおり維持。  

■ガソリン等の燃料販売は、一部の事業者が営業継続し必要最小限の供給  

量は確保。  

・海外との旅客輸送、貨物輸送は、相手国の感染状況や対策によって一部  

停止する可能性あり。  

■銀行等金融機関の決済機能は、ほぼ通常どおり維持。  

・必要最小限の食料品・生活必需品については、ほぼ通常どおり供給され、  

便乗値上げ等については、国等が監視。その他の食料品や日用品は不足。   

○法律上の問題が発生しないかどうかを予め確認する。  

3社会機能維持に関わる事業者などでは、フェーズ6の到来に備えて、フェーズ4A－Bにおいて感染予防策を徹底し、重  

要業務を絞りことも考えられる。  
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・新型インフル工ンザの影響により業務を停止した場合、免責となるかど  

うか約款を確認し、必要に応じて取引先と協議・見直しを行う。  

・新型インフルエンザ発生時に従業員に対して勤務を命じる場合の留意点  

について検討する。例えば、新型インフルエンザに備えて新たな人員計  

画を立案した場合、勤務する人員1人あたりの労働時間が延長すること  

が労働基準法等に抵触しないことを確認する。  

※なお、政府は、社会機能維持に係る責任を有する事業者が事業継続体制  

を構築できるよう、新型インフルエンザ発生時において企業の一定の義  

務を免除する関係法令の運用面を含めた周知や、企業の義務を定める規  

定の各種規制の弾力運用等について検討を行うこととしている。   

0新型インフルエンザ発生時、従業員の安心とともに社会的信用を保つことがで   

きるよう、事業者内外のコミュニケーションについて検討しておく。  

－感染予防策の内容、人員計画と業務レベルについて、従業員及び取引先  

に予め周知し、理解を求める。  

・感染の疑いのある者が発見された場合の発表、新型インフル工ンザによ  

る業績への影響などついて、必要な時に広報できるよう予め準備する。  

④人員計画の立案   

新型インフルエンザの流行の波は、まず約2ケ月間続き、その後、1年以上に   

わたる複数の流行の波が生じることが想定される。各職場においても、従業員本   

人の羅患や羅患した家族の看病等で、一時的には、相当数の従業員が欠勤するこ   

とが予想される。   

事業者は、当該事業者や関係事業者の従業員が長期にわたり多数欠勤した場合   

に備えて、関係事業者や補助要員を含む業務運営体制について、業務の性格に応   

じた検討を行い、対策を講じるとともに、従業員等に対する教育・訓練を行う。  

○図2に、パンデミック時の企業において就業可能な者、業務量等のイメージを   

提示する。早い段階で感染予防策を講じること、欠勤者数が増加する前に計画   

的に業務量を減少させることが重要である。  

・班交代制（スプリットチーム制）等を採り入れ、羅患していない従業員  
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をチーム毎に計画的に自宅待機させることが考えられる。その場合、万  

一、就業している従業員の中から発症者がでた場合、濃厚接触者を含め  

て休業させ、自宅待機していたチームが代替要員として就業することが  

できる。  

発
症
者
数
な
ど
 
 

世界で感染者発見 日本で感染者発見  

仁2ケ月程度 →  
2ケ月程度の流行が2～3回程度発生する可能性あり  

図2 新型インフルエンザ発生時の感染予防策、事業継続の時系列イメージ  

○事業者は、新型インフルエンザ発生に備えてフェーズごとの人員計画（従業員   

の勤務体制や通勤方法、出張命令などを通常時から変更する）を立案する。従   

業員の感染リスクを下げるとともに、仮に従業員が感染しても代替要員が重要   

業務を継続することができる人員計画とすることが重要である。以下に、想定   

される検討内容、留意点等の例を示す。  

〔フェーズ4A〕  
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・海外勤務者及び海外出張者がいる事業者については、これら従業員に関する人  

員計画（どのような感染予防策を講じて現地勤務を続けさせるか、いつどのよ   

うな手段で帰国させるかなど）を立案する5。  

〔フェーズ4B〕   

・事業者において感染予防策を実施した場合、ある程度業務に支障が生じること  

が考えられる。こうした影響を想定した上で人員計画を立案する。   

・フェーズ4Bになると、学校の休校や福祉サービスの一部休止が想定され、共  

働き家族等は仕事を休んで対応することとなる。事業者は、欠勤の可能性の高  

い従業員を予め把握し、人員計画に反映する。   

・重要業務のうち、特に重要性の高いものについては、感染機会を減らすために  

宿直制の採用、感染者が出ても重要業務を継続できるよう班交替制（一つの職  

場で複数の班が交替勤務を行う）の採用について検討する。宿直制を採用した  

場合は、そのための食料や毛布等の備蓄等についても検討する。   

・業務において不特定多数の者との接触することを避ける（例：会議・出張中止）   

一都市部の事業者においては、満員電車や満員バス等による通勤を避けるため時  

差出勤を採用したり、自家用車等での通勤を許可したり、在宅勤務を進める。  

その際、在宅勤務の就業規則等を予め策定することが考えられる。   

■従業員や利用客の中に感染者が 発見された場合、その濃厚接触者である従業員  

は出勤できない（保健所により10日間以内の自宅待機等を命ぜられる）可能性  

がある。こうしたケースを想定し、職場での接触距離を保つとともに代替のチ  

ームを用意するといった人員計画も立案する。  

〔フェーズ5．／6〕   

・なお、国内に感染が拡大した状況下においては、一般の事業者においては職場  

の立ち入り制限等を要請されることはないが6、感染予防策を講じる必要がある。  

また、事業所内において感染の拡大が認められた場合には、自主的に一時休業  

することも想定して、事前にどのような状況で事業所を一時休業すべきかを検  

討する。   

・従業員自身の感染や発症した家族の世話をみる等のために、多数の従業員が長  

期間にわたり欠勤する可能性がある。事業者においては、従業員の40％程度が  

5労働者健康福祉機構海外勤務健康管理センター「海外派遣企業での新型インフル工ンザ対策ガイドライン」（平成19年  

5月18日改訂）  

6国内への感染が確認された初期段階において、地域封じ込め等の対策がとられた場合、地域への立ち入り制限が  

発動される可能性がある。  
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数週間にわたり欠勤することを前提とした人員計画を立案する。  

表10 感染予防策を取り入れた人員計画の例  

目的   区分   対策例   

従業員の感染す  全般   在宅勤務、職場内等での宿直   

る機会の減少  （在宅勤務のための通信機器の整備等）  

通勤（都市部での満  時差出勤、自家用車・徒歩・自転車等による出  

員電車㌧パス）   勤  

外出先等   出張や会議の中止   

織場での感染防  感染者を職場に入れ  従業員出勤時の体温測定や問診、利用客等の体   

止   ない   温モニター  

接触距離を保つ   職場や食堂等の配置替え（距離を保つ）、  

食堂等の時差利用、  

職場内に同時にいる従業員を減らす（フレツク  

スタイム制など）  

飛沫感染、接触感染  マスクの着用、手洗いの励行、職場の清掃・消  

を防ぐ   
主  
帝  

欠勤者が出た場  複数班による交替勤務制（スプリットチーム   

合に備えた、代替  制）、経営トップの交替勤務   

要員の確保  蓼族の状況（年少の子どもや要介護の家族の有  

無等）による欠勤可能性増大の検討   

〔小康状態〕   

■感染した従業員の多くは、発症から10日間程度で治癒すると考えられ7、発症・  

治癒した者はウイルスに対する免疫を持つ。小康状態においては、治癒した従  

業員も含めた人員計画を立案する。（ただし抗体検査などにより確認は必要とな  

る。）  

○新型インフルエンザ発生時に有効な人員計画とするためには、通常時からの準   

備が重要である。  

・例えば感染リスクを下げるため在宅勤務の採用、他の従業員が重要業務を代替   

するための教育、経営者の感染に備えた意志決定を行う代行者の指名など。  

7新型インフルエンザによる死亡率は、大流行した場合（フェーズ6）、発症者の0．5～2％程度と考えられている。  
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（4）教育・訓練  

○各事業者は、正しい知識を習得し、従業員への周知に努める。現時点から始め   

るべき感染予防策を実践することが求められる。   

感染予防策は、経営者から従業員一人ひとりまで全員による行動変容が重要で   

ある。そのため、現時点で始める感染予防策を決め、経営者自らが率先して実   

践することが望まれる。通常のインフルエンザについても感染の疑いがある場   

合、積極的に休んで医療機関の診察を受けることを励行する。   

・我が国では、風邪など病気の症状があっても無理をして出社した場合、仕事  

に対する意欲が評価されることがある。しかし、新型インフルエンザの感染  

者が、症状があるにもかかわらず無理に出社した場合、出社途中や職場にお  

いて感染を広めるリスクがある。このような職場の文化を変え、「症状がある  

場合は家で自宅療養する」という基本ルールを職場全体に浸透させることに  

より職場での感染を防ぐことができる。これは、風邪や通常のインフル工ン  

ザについても同様である。  

・職場における感染予防策について、従業員に対する教育・普及啓発を行う  

（新型インフルエンザの基礎知識、職場で実施する感染予防策の内容、本  

人や家族が発症した際の対応等）。   

○新型インフル工ンザ発生に備えた人員計画を円滑に実行できるよう教育・訓練   

を行っておく。  

・クロストレーニング（従業員が複数の重要業務を実施できるようにしてお  

き、欠勤者が出た場合に代替要員する。）  

・在宅勤務（通勤による感染リスクを下げることが出来る。また、共働き世  

帯で子どもの面倒を見るためや家族に発症者が出たために出勤できない場  

合に有効である。）  

○新型インフル工ンザ対策に対する従業員の意識を高め、的確な行勤をとれるよ   

う、新型インフルエンザの発生に備えた訓練を立案・実施する。  

・フェーズ4A発表、フェーズ4Bで従業員が発症、フェーズ6に進展な  

ど複数の状況を設定した机上シナリオ訓練  
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・感染予防策に関する習熟訓練（例：個人保護具の着用、出勤時の体温測   

定等）  

・職場内で発症者が出た場合の対応訓練（発熱外来への連絡、病院等への  

搬送、職場の消毒、濃厚接触者の特定等）  

・幹部や従業員の発症等を想定した代替者による重要業務の継続に関わる   

訓練  

（5）点検一是正  

○各事業者は、監督官庁や保健所等との相談、取引先と協議等を踏まえ、行動計   

画の見直しを行う。また、定期的訓練の後や新知見が発覚した際にも8、行動計   

画の見直しを行う。   

○実際に新型インフルエンザが発生した際、本ガイドラインで想定したとおりに   

事態が進展するとは限らない。国等が提供する情報を適宜入手し、必要に応じ   

て行動計画を見直し、的確な行動をとることが重要である。  

8新型インフルエンザウイルスの正確な特性は、発生後に明らかとなる。  
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4．新型インフル工ンザ行動計画の発動   

新型インフル工ンザが発生した際、立案した行動計画に従って、感染予防策及  

び事業継続のための対策を実施する。新型インフル工ンザが発生した場合、急速  

に国内に伝播し流行するおそれもあることから、遅れることなく対策を講じる。  

また、国等が提供する情報を入手して、行動計画を適宜見直す。  

（1）危機管理組織の設置・運営  

○危機管理組織の設置  

一新型インフルエンザ発生時には、経営者をトップとした危機管理組織を  

設置し、事業所の感染予防、事業運営に関する意志決定等の前提の統括  

を行う。  

・職場での感染予防策の徹底、及び職場で感染の疑いのある者が発見され  

た場合に対処する作業班を決める。作業班のメンバー用に必要な個人保  

護具を用意する。  

・産業医や産業看護職がいる場合は適宜助言を受ける。  

■正確な情報を収集するとともに、従業員や取引先、地域住民等に対して  

情報提供に努める。  

・取引事業者間と連携を密にし、必要に応じて相互支援等を行う。  

○情報の収集・提供  

・新型インフル工ンザの発生直後は、病原体の感染力や毒性などの詳細に  

ついては十分な知見が得られていないため、その後、政府等から随時提  

供される情報を収集する。  

・事業者は、国内外の感染状況等に関する情報を入手するとともに、早急  

に従業員等に対し感染予防策などの情報を正確に伝える。また、緊急時  

における地方公共団体の保健部局、近隣の医療機関との連絡体制や事業  

者・職場内の連絡網などの危機管理体制を確認する。  

・必要に応じて事業継続計画等の点検を行い、今後の対応について従業員  

や関係事業者等に周知するとともに、事業者団体、関係企業等と密接な  
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情報交換を行う。  

（2）感染予防策の実行  

○事業者は、国内においては、政府の新型インフルエンザに関する情報に注意し   

つつ、その流行の度合いに応じて予め定めた感染予防策をフェーズ4Aで準備   

し、4Bになり次第対応等、従業員等に対し実施する。以下に、想定される感   

染予防策の例を示す。  

〔フェーズ4A（国内非発生）の段階〕   

○従業員に対し、以下の点について注意喚起を行う。  

＊新型インフルエンザの感染状況、予防のための留意事項等についての情  

報に注意すること。その際、パニックを起こさず、正しい情報に基づき、  

適切な判断・行動をとること  

＊個人での感染予防や健康状態の把握に努めること  

＊「咳（せき）エチケット」を心がけること  

＊マスクの常用、手洗いを励行すること  

＊新型インフル工ンザ発生国・地域への渡航を避けること  

【海外勤務する従業員等への対応】   

○ 発生国の現地スタッフと連絡を取り、対応について指示を行う。  

・現地の職場での感染予防策の実施   

・在留邦人及びその家族の帰国について、現地に停留する場合の留意点   

○ 発生国・地域から帰国した従業員専及びその家族について。  

・現地において感染した可能性があると認められる場合、宿泊施設等におい  

て最大10日間程度の停留が行われる可能性がある。   

・停留措置が講じられない場合であっても、自宅において感染を疑われる症  

状を呈した場合には、直ちに保健所に連絡すること（保健所から、都道府  

県で指定された医療機関を受診するよう指導される）。  
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〔フェーズ4B（国内発生）以降〕   

○従業員に対し、以下の点について注意喚起を行う。  

＊38度以上の発熱、咳、全身倦怠感等のインフル工ンザ様症状があれば出  

社しないこと  

＊不要不急の外出を自粛するとともに、大規模集会、興行施設等特定多数  

の集まる場所に近寄らないようにすること  

＊外出を余儀なくされた場合も公共交通機関のラッシュの時間帯を避ける  

など、人混みに近づかない。  

＊症状のある人（咳、くしやみなど）には極力近づかないこと。接触した  

場合、手洗い、洗顔などを行う  

＊手で顔を触らないこと（接触感染を避けるため）  

○施設の管理（立ち入り制限や対人距離の確保）  

・職場への入口を限定し、出勤時に従業員の体温を測定し管理する、又は  

発熱等の症状の有無を確認するなど、感染者の入室をできるだけ防止す  

る‥  

・入場者のための手洗い場所（手指消毒場所）を設置するなど、従業員へ  
の感染を防ぐための配慮を要請する。  

・訪問者等に対する制限方法を立案し、立ち入り制限を実施する。  

・職場や寮、宿直施設での接触状態を回避する対策を講じる（例：従業員  

の配置を見直す、寮の二人部屋をなくす、食堂や風呂の利用を時差制に  

するなど）9。  

・食堂等、従業員が集まる施設については、入場を制限し又は一時間鎖す  

る。  

・飛沫の飛散防止のため、人同士の距離を保持するほか、窓口などでは、  

ガラス等の仕切りを設置して相手の飛沫に接しないようにする。  

○職場の清掃・消毒  

・毎日、職場の消毒■清掃を行う。特に多くの人々が接する場所（玄関の  

ドアノブ、訪問者用のトイレ等）は、清掃・消毒の頻度を上げる。  

9対人距離を2m以上確保する。農業やエ場（機械化の進んだ）は感染リスクが少ない。小売業で  

はレジ周りで対人距離が取れるようレイアウト変更する、タクシーでは運転席と乗客席の簡易隔  
離の設置などが考えられる。  
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■現時点において、新型インフルエンザウイルスの主な感染ルートが飛沫  

感染、接触感染であることを前提とすると、事業所等が空気感染を想定  

した対策を講じる必要はないと考えられる。   

○従業員の安否確認等  

・欠勤した従業員の安否確認を行い、感染した疑いがある場合には連絡す  

るよう指導する。  

○事業所で従業員が発症した場合の対処  

・発症の疑いのある者を会議室等に隔離する。発症者が自力で会議室に向  

かうことができない場合は、保護具を装着した作業班が発症者にマスク  

を着けさせた上で常助する。   

・事業者は、保健所等に設置される予定の発熱相談センターに連絡し、発  

症した日付と現在の症状を伝え、今後の治療方針（搬送先や搬送方法）  

について指示を受ける。地域の感染拡大の状況により、入院隔離の勧告  

から自宅療養まで治療方針は刻々と変化するので、発症者を確認するた  

びに指示を受けることが望ましい。  

＊現段階における治療方針としては、初期段階（疫学調査により患者の  

感染経路が追跡できる段階）では、入院隔離の勧告を受けることが想  

定されている。感染経路の追跡が不可能となり入院勧告措置が解除さ  

れた場合、患者の症状の程度から入院の必要性の有無を判断すること  

になる。発熱外来において、患者に入院治療の必要性が認められなけ  

れば、必要に応じて投薬を行い、極力自宅での療養を勧めることとし  

ている。  

・もし、発熱相談センターから救急車の台数不足等により社用車や自家用  

車等での搬送を指示された場合は、発症者の搬送は、保護具を装着した  

作業班が発症者にマスクを着けさせた上で行う。使用した自動車は、発  

症者の飛沫が飛んだり、触った箇所を中心に消毒（職場と同様の）を行  

うことで、他の者が感染するリスクを低減できる。（救急車の台数は限ら  

れているため、新型インフル工ンザ流行時に発症者が救急車を利用する  

ことは難しい場合があることを理解する。）   

○従業員の家族が発症した場合の対処  
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・従業員本人だけでなく、同居する家族等の発症や従業員の感染者との接  

触についても把握することが望ましい。  

・同居家族が発症した場合、職員自身又は連絡を受けた事業者は、発熱相   

談センター（保健所）に連絡して指示を受ける。  

・感染拡大の初期段階では、濃厚接触の可能性が高いと判断される場合は、   

自宅待機等を要請される。（その期間は新型インフルエンザの特徴にもよ   

るため、保健所の指示に従うべきであるが、目安としては10日間である。）  

・自宅待機等の期間が経過した後も発症しなかった場合は、発熱相談セン   

ター（保健所）の意見も踏まえ、その時点で改めて出社の可否を検討す   

る。，  

〔フェーズ5／／6〕   

新型インフル工ンザ拡大時には、フェーズ4以降の感染予防策を徹底すること   

が基本となる。  

○フェーズ4以降に実施している感染予防策を徹底する。  

・フェーズ5／6では、感染予防策を強化する。  

・従業員が多数発症する場合を想定して、安否確認方法を確立しておく。従業員   

の居住地の保健所と情報共有を図る。  

（3）事業継続計画の実行  

事業者は、国や地方公共団体等の情報に注意しつつ、その流行の度合いに応じ、  

事業継続計画を速やかに実行する。  

○各事業者は、予め策定していた人員計画を実行し、重要業務の継続を図るとと   

もに、その他の業務を縮小・休止する。  

〔フェーズ4A（国内非発生）の段階〕  

○ フェーズ4Bに急速に進展する可能性もあるため、国内の事業者においても、   

フェーズ4Bに備えた準備を行う。  

【海外勤務する従業員等への対応】  

○海外進出している事業者、海外出張者がいる事業者は、現地での新型インフル  
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エンザ発生に備えて策定しておいた行動計画を実行する。  

・現地及び外務省等からの情報収集に努め10、4Aの兆候を感知した時点で直ち   

に行動する。  

■現地で新型インフル工ンザが発生した場合に業務を継続するかどうか、現地の  

邦人従業員の滞在又は帰国について基本的な方針を立案・実行する。  

・現地の邦人従業員及びその家族については、全員が即座に帰国することが難し   

いケースを前提に安全に停留するための方法について指示を行う‖。  

・現地の在外公館と連絡を取りつつ、現地事業所の操業等は現地当局の指示に従   

い決定する。  

〔フェーズ4B〕   

○危機管理体制を立上げ、情報収集・提供を強化するとともに、人員計画を実行  

し、重要業務の継続を図るとともに、その他の業務の縮小・休止する。  

・国内外の感染状況や社会の状況、取引事業者の操業状況等を勘案しつつ、行動  

する。  

○職場で発症者や育児や看病のために勤務できない就業者が出た場合、代替要員   

に従事させて業務を継続するか、あるいは復帰するまで業務を一時休止する。  

・職場は、感染者の飛沫が付着する可能性のある場所を消毒一清掃し、感染リス  

クが低減した後に就業することが望まれる。   

○ 社会機能の維持に関わる事業者は、感染予防策を徹底するとともに、取引事業  

者の協力を得て、ほぼ通常どおり重要業務を継続できるよう努める。  

〔フェーズ5／6〕   

○ 危機管理体制の継続的に運営し、国や地方公共団体等が提供する情報に留意し  

つつ、事業継続計画を引き続き実施する。   

○ 重要業務への資源の集中、その他の業務の縮小一休止の継続  

・感染予防のための勤務体制を継続しながら、重要業務に資源を集中する。  

・業務を絞り込む結果として、事業所の幾つかを一時休業することもある。  

・取引事業者の操業状況を把握し、必要に応じて相互支援を行う。  

10外務省は、海外で感染症の危険性が増大した場合、感染症危険情報を発出する。  

‖現地邦人が多数の場合、即座に全員を帰国させる航空機を確保することは難しいと考えられる。  
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○ 従業員の労務管理等  

・通常とは異なる勤務体制や班交代制が長期に続くことによって、従業員に過度  

な負担がかからないよう留意する。  

・従業員とその家族の全員が発症する場合も考えられ、飲食料の世話等について  

事業者として検討・実施することも望まれる。   

○ 財務対策の検討・実施  

・新型インフルエンザの影響が長期間に及んだ場合、事業者によっては、財務対  

策（キャッシュフローの確保等）の検討を行う必要が生じる。   

※なお、新型インフルエンザ発生時における中小企業向けの金融対策については、  

政府において検討を行っている。   

○ 国及び地方公共団体等への協力  

・感染者の発生状況や社会状況等を踏まえ、国や地方公共団体等から事業者に対  

して様々な要請がなされることも想定され、可能な範囲で協力する。   

○ 社会機能の稚特に関わる事業者は、感染予防策を徹底するとともに、取引事業  

者の協力を得て、ほぼ通常どおり重要業務を継続できるよう努める。  
く  
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5．小康状態   

○小康状態－2になった場合、感染予防策を維持しつつ、一部の業務を回復させる。   

・発症した従業員の多くは治癒するため、これら従業員も就業可能となることが  

想定される13。   

・我が国にも2回目、3回目の波が来る可能性がある。この間にウイルスが大き  

く変異した場合、羅患・治癒した者も再度感染するおそれがある。  

○社会機能の維持に関わる事業者は、小康状態においても、感染予防策を徹底す   

るとともに、取引事業者の協力を得て、ほぼ通常どおり重要業務を継続できる   

よう努める。  

’2我が国では大流行の波が一旦収束し、全世界で大流行の波が継続している状況。その後、我が国にも第2波、第3波  
が来る可能性がある。  

’3死亡率は発症者の0・5～2％と考えられているが、発症者の多くは2週間程度で回復すると思われる。  
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6．参考資料  

＜国の新型インフルエンザ関連情報＞  

厚生労働省 新型インフル工ンザ対策関連情報  

http：／／www．mhtw．go．jp／bunya／kenkou／kekkaku－kansenshouO4／  

新型インフル工ンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議  

「新型インフルエンザ対策行動計画」（平成19年10月改訂）  

厚生労働省新型（インフル工ンザ専門家会議）「新型インフル工ンザ対策ガイドライ  

ン（フェーズ4以降）」について（平成19年3月26日）  

労働者健康福祉機構（海外勤務健康管理センター）「海外派遣企業での新型インフル  

エンザ対策ガイドライン」（平成19年5月18日改訂）  

＜新型インフルエンザに関して参考になる情報源＞  

＊ 国立感染症研究所のウェブサイト  

http：／／www．nih．go．jp／niid／index．htmJ  

同研究所の感染症情報センターのウェブサイト  

http：：／／idsc．nih．go，jp／index－j．html  

外務省海外安全ホームページ  

http二／／www．anzen．mofa．go．jp  

都道府県・保健所・市町村の情報  

各都道府県・保健所・市町村はウェブサイトを開設しており、そこから情報や住  

民へのお知らせが発信されているので参考にされたい。  

＊ 特定非営利活動法人事業継続推進機構  

http：／／ww．bcao．org／  

＜海外の情報＞  

＊世界保健機関（WHO）のウェブサイト  

・鳥インフルエンザ  

http：／／www．who．int／csr／disease／avianJnfJuenza／en／  

・新型インフルエンザ  

http：／／www．who．int／csr／disease／influenza／pandemic／en／  
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t他国のサイト（アメリカ）  

andemicfJu．  

＜事業継続関連＞  

＊ 中央防災会議（内閣府）「事業継続ガイドライン第一版－わが国企業の減災と災害  

対応の向上のために－」（平成17年8月）  

経済産業省「事業継続計画策定ガイドライン（企業における情報セキュリティガ  

バナンスのあり方に関する研究会報告書一参考資料）」（平成17年3月）  

中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針」（平成18年2月）  

特定非営利活動法人事業継続推進機構「中小企業BCPステップアップ・ガイド  

（平成19年12月）  
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資料3－2  

参考A 新型インフルエンザ発生時の社会経済状況の想定（一つの例）  

1．資料の位置づけ   

新型インフルエンザの流行が国民の生命・健康や社会経済活動等に与える影響は、ウイ  

ルスの病原性や感染力の強さ等に左右されるものであり、現時点で正確に予測することは  

難しい。しかし、前提となる社会状況等の想定例を示すことは、事業者等が新型インフル  

工ンザのリスクに対する理解を深めるとともに、新型インフル工ンザ発生時に適切に行動  

するための事業継続計画作成を促すことに資すると考えられる。   

そこで、本資料は、不確実な要素があることを前提に、新型インフル工ンザ発生時に想  

定される感染の状況、社会状況、事業者における対策等について、諸外国の想定等を参考  

に一例を示したものである。   

本資料における想定については、新型インフルエンザ発生時の実際の社会経済の状況と  

は大きく異なることがあることに留意の上、事業者等において事業継続計画等を策定する  

際の参考として活用されることが望まれる。なお、事業者が既に独自の想定に基づいて作  

成した事業継続計画等を否定するものではなく、本想定がそれらの一層の充実に資するこ  

とが期待される。  

2．想定作成の前提  

（1）想定の構成   

本ガイドラインでは、以下のように、人的被害や社会的・経済的影響について現時点で  

想定される一定の状況を例示するとともに、それを受けて実施される政策や期待される事  

業者の対応について記述を示した上で、社会機能の状況について想定する。   



事業者等の立場から見れば、①、②及び③は事業活動における外部環境、④及び⑤は事  

業活動における内部環境である。したがって、個々の事業者等が自社の事業継続計画を策  

定する際には、外部環境を所与の要件としつつ、内部環境（④事業への影響、⑤とるべき  

行動）の検討を行っていくことになる。   

ただし、外部環境である社会経済の状況については、その構成員である各事業者の行動  

等によっても変わりうるものであり、相互に影響を与える関係にある点に留意する必要が  

ある。  

（2）想定の数値の根拠   

発症率、致死率、感染期間等は、新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関  

係省庁対策会議で決定された「新型インフルエンザ対策行動計画（平成19年10月改定）」  

における推計数値を前提として示した。また、欠勤率等の行動計画に記載のない事項につ  

いては、今回の被害想定を作成するに当たり、同計画を大きく外れない範囲で、欧米のガ  

イドライン等を参考として設定したものである。今後、新型インフルエンザウイルスに関  

する新たな知見や関係者の意見を踏まえ、必要に応じて修正を加えるものとする。   

なお、発症率、致死率等人的被害の想定については、過去の新型インフルエンザ発生時  

のデータから推計されたものである。国民生活や衛生水準の大幅な向上、交通網の発達と  

人的・物的な移動範囲の拡大、新たな医薬品・医療技術の開発・普及など、社会経済の状  

況が過去の発生時と大きく異なっており、過去のデータによる推計値にどの程度の妥当性  

があるか、また、現在政府によって検討されている政策によりどの程度被害が軽減される  

かについては、不明な点が多い。しかし、事業者等による対応方針の検討の参考に供する  

ためには、一定の被害想定を示すことが必要であるため、ここでは単純に過去の発生時と  

同程度の割合で人的被害が生じるとの仮定を置いている。  

（3）被害想定の作成に際しての参考情報   

我が国における被害想定の作成に際しては、米国の国土安全保障会議のガイドライン等  

における被害想定を参考としたが、その概要は、以下のとおりである。  
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③Preparedness，Response，and Recovery Guide for criticalinfrastructure and key resources  

（米国HSC：HomeJand Security Counc＝【国土安全保障会議］）  

NationalStrategy for pandernicinfluenzaimplementation p［an（米国homeland security council）を基に作成   

重要インフラ企業が検討すべきCOP－E（Business ContinuityofOperations PlanpEssentia巨最重  

要業務継続計画二lの想定として3種類のシナリオを例示している。   

○シナリオ1（軽度）：  

重要業務を見直し、労働力の再配置がうまくいき、事業停止には至らない。   

○シナリオ2（基本）：  

必要とされる機能維持と主要製品、サービスの継続的な供給の確保に努めるが、一時的な事業停  

止が予想される。   

○シナリオ3（重篤）：  

社会機能維持に関わる事業者においても、事業継続に政府等の支援が必要となる。  

以下に「シナリオ2（基本）」の記述の一部を示す。   

・欠勤率40％。欠勤者は全部門の幹部職、ライン管理者、技術スタッフ、従業員などに及ぶ。   

・国境地域の交通制限等によって、資材供給の動きが遅延又は停止する。   

・サービス業においては、対人距離の確保を行うため、生産効率が低下する。   

■企業は、不要不急な生産ラインやサービスを自主的に停止し、それに伴い当該業務に従事してい  

る従業員を休ませる。   

・地域的な停電、断水が発生する／中小企業の閉鎖や倒産が増える／多くの地域で集会場所や学校  

が閉鎖される。   

・金融市場、銀行業、市場の換金機能は維持される。   

一生活必需品の供給や公共インフラは維持されるが、燃料と食品の選択肢は減少し、入手可能な場  

所が制限される。  

④A nationaL framework for responding to aninfluenza pandemic  

（英国Cabinet Office［内閣事務局］＆Department of HeaJth［保健省］）  

・1つの流行が3～5ヶ月の期間続く、数週間か数カ月後に次の波が続く可能性がある。  

・過去の新型インフル工ンザでは25－35％の発症率。計画策定上は発症率が50％に至る可能性があるこ   

とを想定しておくべき。  

・潜伏期間は1－4日、平均的には2，3日。  

・海外での発生から英国への侵入まで1ヶ月程度かかる。  

■英国到達後は、1～2週間で全国に小規模の感染集団が発生する。  

・英国最初の患者発生から50日後には流行のピークとなる。  

・1つの波の場合や、数週間から数ヶ月の間隔の複数の波の場合など、流行の態様は様々。  
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3．．新型インフルエンザ発生時に想定される社会経済状況等  

（1）人的被害の状況   

新型インフル工ンザによる人的被害（発症率、致死率）の想定について、他国のガイド  

ラインとの比較を表1に示す。なお、我が国における欠勤率等の数値は、シミュレーショ  

ン結果等に基づくものではなく、他国における想定を参考としつつ、あくまでも一定の被  

害想定を作成するために仮定として設定したものである点に留意が必要である。  

表1新型インフルエンザによる人的被害  

くr・√＼・こ，Jl 幣紙革莞苗湛冊幣昔鱗勲．据軋；一箪■ミミ・…二：｝  ‘類専宕・さ諾・ぎ二－；ニ告」二三朱‖．1辟結㌍欝蕪  葦野澤雄渾亡：・・ 管㌍郡澤粍誉   
25％   最大50％まで想定   30％  

発症率  （「新型インフルエンザ対策行動  （過去の事例では25～  （学齢期の子ども40％、労  

計画」による）   35％）   働者20％）   

0．5％～2．0％（「新型インフルエンザ  0．4％～2．5％   0．2％～2．0％  

致死率         対策行動計画」による）   （シナリオ上の想定）   

20～40％  （記載なし）   －40％の欠勤率  

・最大40％程度の欠勤率  

欠勤率  ・業種・地域により流行のピーク  （重篤）⇒・数週間にわた  

に差がある  り50％の欠勤率   

（被害想定作成上の1つの仮定）  

10日間程度  10日間程度   （記載なし）   

欠勤期間   （被害想定作成上の1つの仮定）  

海外で発生してから日本到達まで  海外で発生してから英  （記載なし）  

2～4週間程度   国への侵入まで1ヶ月  

（被害想定作成上の1つの仮定）  程度   〈く参考〉〉  

到達時間  ・米国到達まで約2ケ  

月（米国コンサルティング  

企業RMS社の想定）  

流行は8週間程度（行動計画）   15週間   2～3 ヶ月の波が複数回生  

・政府の介入により変わる可能性  じる。コミュニティでの流  

あり（流行のピークがなだらか  行は、6－8週間続く。   
流行の波  

で期間が長引くなど）  

・地域により、流行のピークの大  

きさや時期に差が生じる可能性  

がある  

出所二「新型インフルエンザ対策行動計画」新型インフル工ンザ及び鳥インフル工ンザに関する関係省庁対策会議   

（平成19年10月改訂）   

“A nationaIframework for responding to aninf（uenza pandemic”．cabinet Office＆   

Department of Hea］th   

“Preparedness，Response，and Recovery Guide for criticalinfrastructure and key   

resources’’，homeland security counci1  
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［補足情報］我が国の被害想定（「新型インフル工ンザ対策行動計画」新型インフル工ンザ及び鳥インフル  

工ンザに関する関係省庁対策会議（平成19年10月改訂）による）  

・トータルの発症者数：3，200万人（全人口の25％）  

・受診患者数：1．300～2，500万人  

・入院患者数二中等度の場合～53万人（アジアインフル工ンザを想定）  

重度の場合 ～200万人（スペインインフルエンザを想定）  

・死亡数 ：中等度の場合 ～約17万人（アジアインフルエンザを想定）  

重度の場合 ～約64万人（スペインインフル工ンザを想定）  

・年齢別の発症率：年齢別に発症率の違いがあると思われるが予測は困難。なお、成人の発  

症率が高い場合、社会機能の維持やビジネスヘの影響が大きくなると考えられる。  

（2）感染拡大時における政府の対策   

新型インフルエンザの感染拡大による社会経済への影響について定量的な予測を行うこ  

とは、そもそも新型インフルエンザの性格自体が不明であるため困難であるが、参考のた  

め、新型インフルエンザによる諸外国や我が国における経済被害に関する推計例をあげた  

（表2）。   

他方、定性的には、社会経済への影響についてある程度想定することが可能であるが、  

その際、政府による対策や事業者に対する要請の内容により、社会経済の状況も大きく変  

化することが予想される。   

感染拡大の各フェーズにおいて政府が講じる新型インフルエンザ対策の内容については、  

「新型インフルエンザ対策行動計画」、「新型インフルエンザ発生初期の水際対策について」  

等において示されている（表3）。また、「新型インフルエンザ対策行動計画」等によれば、  

感染拡大防止のため、個々人の行動、社会活動や事業活動に対し、政府による様々な要請  

が行われることになる（表4）。   

これらの対策や要請については、感染拡大に伴う社会状況の変化と併せ、その内容を整  

理した（表ト1～表5－2）。  

（3）感染拡大時における企業活動   

企業活動については、基本的には、感染が拡大するにつれ、不要不急の業務や事業が縮  

小されるようになる一方、社会機能の維持に関わる事業については、事前に作成された事  

業継続計画に基づき、必要な物資やサービスの提供を続けることが要請される。   

これらについては、想定される企業活動への影響（表6）、推奨される企業の行動（表7）、  

想定される社会機能の状況とその維持に当たり企業等に期待される対策・目標（表8）と  

して整理した。  
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表2 経済被害の算出例（参考）  

◎全世界の経済被害  

（Mckibbin WJ，Sidorenko AA．2006．．LOWYlnstitute forlnternationat PoIicy）  

・軽症（Mild）シナリオでGDP損失は約3，300億ドル（約0．8％相当）  

・重篤（Severe）シナリオでGt）P損失は約1兆4，000億ドル（約3．4％相当）  

・最重篤（UJtra）シナリオでGDP損失は約4兆4，000億ドル（約12．6％相当）  

◎米国の経済被害（米国連邦議会予算局による推定）  

・アジアインフルエンザ、香港インフルエンザ級の場合は、GDP損失は約1％   

■スペインインフルエンザ級の場合は、GDP損失は約4．25％  

◎アジア地域の経済被害（アジア開発銀行による推定）  

・アジア地域の経済被害は、992億ドル～2，827億ドル  

・SARSの場合（予測180億ドル）の5～15倍  

◎日本の経済被害   

■GDP損失は約20兆円（4．1％相当） 第一生命経済研究所による推定  

・GDP損失は約30兆円（6．1％相当） 豪州農業資源経済局による推定  

・GDP損失は約3．3％（Moderate）～約8．2％（Severe）～約15．7％（Ultra）  

LOWYlnstitute for fnternationalPolicyによる推定  

表3 感染拡大時における政府の対策の概要  

裾野Lか藻、tこ‡’澤濃紫澤箭■・‘；韓誓■睾・IlJ．，ヨ賢：ご：二＝‡嵩欝革質■：れ－■㌘ギ鵜野薫・管1′・、J   り芋幹∴ミノご▲’・ ；∴トこ∴ ∴■Il  こニン笹月日t澤汽．ム  】1i－11   やご・巧1； ・こ芋ノ，ご  ヱ▲1く■－・ ．こ■∫′」   
水際対策   感染症危険情報の発出等在外邦人への情報提供   ●   ●   ●   ●  

発生国における査証発給制限等   ●   ●   ▲  

検疫実施空港・港湾の集約化   ●   ●   ▲  

入国審査の強化   ●   ●   ▲  

帰国者の停留・隔離措置   ●   ●   ▲  

国内受入体制を勘案した発生国からの直行便の   ●   
●   ▲  

運航自粛の要請  

帰国を希望する在外邦人の帰国手段の確保（政  

府専用機、自衛隊機等の派遣等）   
●   ●   ●   

感染予防   プレパンデミックワクチンの製剤化・接種   ●   ●   ●   ●  
パンデミックワクチンの製造・接種   ●   ●   ●   ●   

感染拡大防  ●  

止   外出・集会自粛の要請  ●   ●   ●  

学校休校、不要不急の事業活動の自粛要請  ●   ●   ●   
社会機能の  ●   ●   ●   ●  

維持   医薬品、食料、生活必需品等の供給確保   ●   ●   ●   ●  

医療機能の維持   ●   ●   ●   ●   

その他   国民への的確な情報提供   ●   ●   ●   ●  

情報の収集・分析   ●   ●   ●   ●   

●：対策を実行する ▲：必要に応じて対策を実行する  

資料：新型インフル工ンザ及び鳥インフル工ンザに関する関係省庁対策会議「新型インフル工ンザ対策行動計画」  

（2005年10月）、内閣官房「新型インフル工ンザ発生初期の水際対策について」（2008年4月）等を参考に作成。  
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表4 個々人の行動、社会活動及び事業活動に対する要請の内容  

対象   坤   5B 1始 

集会活動  発生地域   塁生地些   全旦   

興行施設  不要不急の集会や興行施設の活動自粛  全ての集会や興行施  

設の活動自粛   

学校  発生地域   発生地域   全塁   

通所施設  全ての学校、適所施設等の休校、休業  同左   同左   

公共施設  発生地域   登生地些   全国  

不要不急の施設の閉鎖   同左   同左   

公共交通    墓室些些   登生地些   全国   

機関  利用者間の接触を減らす措置   同左   同左   

社会福祉    萱 全旦   全国   

施設  マスク着用、手洗い  同左   同左   

症状の認められた従業員等の出勤停  

止・受診  

事業所  発生地域   全堅   全塁  

マスク着用、手洗い  同左   同左   

症状の認められた従業員等の出勤停  

止・受診  

不要不急の事業活動の自粛  

市民  畳生壁些   全国   全塁  

マスク着用、手洗い  同左   同左   

外出自粛  

資料：「新型インフル工ンザ対策行動計画」等を参考に作成。  
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表5－1 感染拡大に伴う社会状況の変化と政府の対策（1）  

フェーズ   4A（国内非発生）  
■ □感染速度  0  2週間後～4週間   17週間後～   
他、   ．b、 ム   ○国内未発生（海外発生）  ○国内でヒトーヒト感  ○園内でヒトーヒト感  ○国内で急速に感染が拡大  
染   況  染が発生、感染集団は  染の大規模集団発生が  ○国内侵入から6～7週目に感染が   
状  小さく限られる   見られる  ピーク、8週目以降から減少傾向  
況  ○地域毎にピーク時期は異なる、地  

域毎の流行期間は6～8週間程度   

□   
体  ○新型インフルエンザ対策本部・関係閣僚会議等による対策の決定一実施      ○体制継続   
制   

■   
水  

○海外旅行・出張の中止   
中止   

○一部地域で感染  

際   
○多数の在外邦人が帰国を希望  ○定期便の大半が運航停止   

○在外邦人の不安拡大、帰国者増加  
が収束するが、海   

対  ○定期便の運航本数減少  外渡航者は少ない  
策  ○定期便は通常運航  ○定期便の一部は  

運航再開するが、  
乗客は少ない  

対策   ○感染症危険情報の発出   ○感染拡大に伴い、渡航自粛勧告の対象地域拡大    ○海外渡航全般の自粛勧告  
≪WHOフェイ4宣言前≫   ○発生国からの帰国者の多くが停留・隔離  ○国内での感染拡大に伴い、水際対  
・不要不急の渡航延期、退避可能性検  ○発生国からの帰国希望者が多い場合、停留場所確    策を終了  
討   保等の状況を勘案し、直行便の運航自粛を要請。  

≪WHOフエイ4宣言以降≫   感染拡大に伴い、運航自粛要請の対象地域拡大  
・渡航延期、退避検討、停留の可能性  ○帰国希望者のために直行便に代わる帰国手段を  

≪発生国が出国禁止措置をとる場合≫  検討（政府専用機、自衛隊機等）  

・現地滞在、感染予防徹底   ○帰国できない在外邦人に対する在外公館の支援  
○検疫実施空港・港湾集約化の開始。感  

染拡大に伴い、集約化の対象地域拡大  
○感染のおそれのある発生国からの帰  

国者の停留の開始  
○発生国からの直行便  

≪感染者の搭乗が予想される緊迫した  
状況にある場合≫  

・発生都市からの直行便の運航自粛を  
要請  

≪感染者の搭乗が予想されない場合≫  
・発生国からの直行便の運航継続   

宍丘、T。二。。。∵，．．－、トー．〔コ。．，   



表5－2  感染拡大に伴う社会状況の変化と政府の対策（2）  

4A（国内非発生）   フェーズ  

想定される状況  

療 の  ○疑い患者への入院勧告  ○感染症指定医療機関に  ○患者受入れ医療  ○全医療機関で患者への診断■治療  ○治療継続   

提  （患者隔離）   おける治療   機関の拡大   （患者を隔離しない）   ○医療体制の点検と建て   

供  ○医師会等への情報提供  ○疑い患者への入院勧告  

（患者隔離）  院勧告（患者隔離）  

○患者への抗インフルエ  

ンザ薬投与  フルエンザ薬投与   

○患者との濃厚接触者へ  
の予防投薬   

□発熱外来  対策   ○外来・電話相談の設置  ○発熱外来の機能継続   

準備   規模を拡大  
○二次医療圏内の  
診療所が発熱外来  
を応援   

■  ○フェーズ4Aから8週目以降に接種  
璧  
悶  の効果が発現（ただし、不確実）  

予  ○製剤化を開始   ○製剤化段階（予定）   ○製剤化段階（予  ○製剤化完7（見込み）、医療従事者  

防   ○既完成分を医療従事者  等に継続的に接種  

等の一部に接種開始   等の一部に接種開始   ○医療従事者等に  

順次接種開始  
ロバンデミ  ○新型インフルエンザ株  ○生産段階  

ツクワク  の特定   ○国民全員分のワクチン  

テン   の完成までに1．5年程度   

□集会・興行  想定され  ○百貨店、劇場、映画館等の集客施設への来客   ○集客施設へ来客が激減。全ての施設  ○集客施設の多くは、休業  

等の自粛  が減少。休業する施設が増加  
感 染  

が休業  

対策   ○情報提供   ○全国で集会・興行等の自粛要請  ○全国で集会・興行等の自粛要請   ○集会・興行等の自粛継続  
拡  を要請  

大 防  ○学校での感染拡大のおそれ。生徒の欠席が増  ○休校継続  

止  る状況  加。  

対策   ○情報提供   ○全国で休校の要請  ○全国で休校の要請   ○休校継績を要請  

ロ不要不急  想定され  ○発生地域の公共交通機関・職場で感染のおそ   ○公共交通機関の本数減少。多くの事  ○一部事業所が再開  
の事業活  れ。一部の事業所が休業  業所が休業  

動中止の   ○情報提供   ○不要不急の事業活動自粛の要請  ○不要不急の事業活動自粛の要請   ○不要不急の事業活動自  
要請  ○公共交通機関における感染防止策の要請  ○公共交通機関における感染防止策  

の要請   ○公共交通機関における  

感染防止策の継続要請  



表6 想定される企業活動への影響  

フェーズ   4A（国内非発生）  三ヰB■こ三ギ，こ二：ニ≡蓑 

ロヒト   ○海外出張中止  ○数パーセントの欠勤者   

○海外駐在員・家族の   ・学校、保育所等の休   ・従業員とその家族の感染   ・従業員とその家族の感染   欠勤者  
帰国開始   校・休園に伴い欠勤   ・休校■休園のため就労継続困難   ・休校・休園のため就労継続困難  

者が出始める   ・通勤手段の確保が困難   ■通勤手段の確保が困難  
○園内出張中止   ○在宅勤務が増加   ・自宅待機が増加   

○輸入の停止、取引事業者（サプライチェーン）、協力会社等の混乱による原材料・  
ロモノ  物資等の供給中断の可能性  

○在庫品・備蓄晶の不足  

ロカネ  ○資金調達や支払い等の決済業務に混乱が生じる可能性  

ロロジスティクス  ○流通・物流網の混乱による原材料・物資、製品等の遅配・配送の中断の可能性  
○ユーティリティ機能（通信等）低下の可能性  

口軽営   ○発生国の事業所が休  ○発生地域の事業所が休  ○事業所の休業や事業縮小が増加   ○労働力や原材料等の不足、資金繰りの  ○多数の企業の経  
業   業、又は事業縮小  悪化、商品版売ルートの途絶等によ  

り、多数の企業の事業が  

○企業経営者の感染   

二足   



表7  推奨される事業者の行動  

フェーズ   4A（国内非発生）  

口重要所内における感  ○感染予防策の強化   ○感染予防策の強化   ○感染予防策の強化   

染予防策   ・マスク着用、手洗い徹底  ■感染者に近づかない   ・マスク着用、手洗い徹底   消毒薬等）の再調達  

一事業所内の換気、消毒等  ・マスク着用、手洗い徹底   ・事業所内の換気、消毒等の徹底   ○感染予防策を継続  

の徹底   ・事業所内の換気、消毒等の徹底   ・従業員間の接触を減らす措置（勤務スペースのレイア  

○必要備品（マスク、消毒薬  ・従業員間の接触を減らす措置（勤務   ウト変更、会議自粛等）  

等）の調達   スペースのレイアウト変更、会議自  一乗訪者管理の徹底（マスク着用指示等）  

粛等）   －フロア毎の立ち入り制限等  

○従業員の健康管理の強化（従業員に  

感染者が出た場合、出勤停止、医療  
機関への受診、接触者の自宅待機等）   

ロサービス利用者間の  ○感染予防策の強化（利用者へのマスク着用依根、施設内の換気、消毒等の徹底、利用者間の接触   ○感染予防策を継続   

感染予防策  を減らす措置等）   

□従業員に対する感染  ○食料品・生活必需品の備蓄  ○感染予防策の強化（マスク着用、手洗いの徹底等）  ○感染予防策を継糸売   

予防のための生活指  強化   ○不要不急の外出自粛。やむを得ず外出する場合、公共交通機関の利用を控えるなど、他人との接   

導  触を減らすよう行動   

ロー般企業の事業活動  ○業務縮小（在庫整理、事業  ○不要不急の業務の縮小   ○不要不急の事業の休止（従業員の安全確保と企業の存続  ○取引事業者、協力会  
所閉鎖、操業停止等）の準  ○事業継続計画に基づく人員体制等の  等のバランスを勘案の上、必要最小限の事業を継続）   社、流通業者等を含  

備   変更   ○事業継続計画に基づく人員体制の変更   めた業務体制立て直  

○取引事業者（サプライチェ  ・通勤手段の変更  し  

ーン）、協力会社、流通業者  ・時差出勤の導入  ○在庫品・備蓄品の再  
等関係者への情報提供   一在宅勤務の導入  調達 等   

○関係者への情報提供  

□社会機能の維持に関  ○事業継続に向けた準備   ○事業継続計画に基づく人員体制等の  ○社会機能の維持に関わる事業の継続と不要不急の事業  ○取引事業者、協力会   

わる企業の事業活動  ○取引事業者（サプライチェ  変更   の休止   社、流通業者等を含  

－ン）、協力会社」流通業者  ・通勤手段の変更   ○事業継続計画に基づく人員体制の変更（人員投入の重点  めた業務体制立て直  

等関係者への情報提供   ・時差出勤の導入   化）   し  

○必要物資の備蓄強化   ・在宅勤務の導入  ○在庫品・備蓄晶の再  
・スプリットチーム制（従業員の同時  調達等  

感染リスクを回避するため業務を  
複数のチームに分けて遂行）等  

○不要不急の業務縮小  

○関係者への情報提供  



表8－1想定される社会機能の状況とその維持に当たり企業等に期待される対策・目標（1）  

フェーズ  4A（国内非発生）   

□医療サービス  想定され  ○保健所、医療機関等   
る状況   への問合せが増加   増加   重点的投入のため、診療科目を限定  

○抗インフルエンザウイルス薬を  ○爆発的に需要が増え、医療機関における業務資源（医療従  

求めて医療機関を訪れる市民が増  事者、医薬品、資機材、ベッド等）が大きく不足。一時的  
加   に業務を中断せざるを得ない医療機関が出現するおそれ  

対策   ○危機管理組織の設  ○感染予防策の継続  
置等の準備  

○感染予防策の強化   

目標   ○通常医療体制の維  ○通常医療体制＋新型インフルエ  ○通常医療体制を維持   ○通常医療体制を維  
持   ンザ対応体制の確立   ○新型インフルエンザ対応体制を維持（業務資源を集中）   持   

口介護サービス  ○感染者が1人でも出れば、施設内は短期間でまん延  
（入所施設）   る状況  

対策  ○入所者の外出自粛、外部者の訪問自粛  ○外出自粛等の継続  
目標   ○通常サービスの維  ○通常サービスの維持   ○通常サービスの維  

持   持   
ロ電気・水道・ガ  想定され  ○マスク、消毒薬等の資機材不足  

ス供給   る状況  ○感染防止の観点から、窓口業務やカスタマーサービス業務  

等を中断  
○保守・運用の従業員不足により地域的・一時的に停電等が  
生じるおそれ  

対策   ○危機管理組織の設  ○感染予防策の継続的強化   ○感染予防策の継続的強化   ○感染予防策の継続  
置等の準備  ○最小限の従業具による勤務体制  

○感染予防策の強化   への移行   

目標   ○通常レベルの供給  ○通常レベルの供給を維持   ○通常レベルの供給を維持   ○通常レベルの供給  
を維持  （保守・運用業務を維持するが、その他業務は縮小・中断）  を維持   

□燃料供給（ガソ  想定され  ○ガソリン不足を予想し、客が増加  ○公共交通機関を避け、乗用車の利用が増加するものの、社  
リンスタンド）  る状況  会活動水準が大きく低下するため、ガソリンに対する需要  

は減少  

○発生国・地域によっては、燃料輸入が中断  
○従業員不足により、地域的－一時的に供給停止  
○中小企業の資金繰りが悪化  

対策   ○危機管理組織の設  ○感染予防策の継続的強化   ○感染予防策の継続  
置等の準備  ○最小限の従業員による勤務体制  

○感染予防策の強化   

目標   ○通常レベルの供給  ○需要に応じた供給を維持   ○需要に応じた供給  
を維持   を維持   

※ 国の対策として、別途、医療従事者、社会機能維持に関わる者へのプレ／くンデミックワクチンの段階的な接種を検討。（接種対象、接種時期については検討中。）   



表8－2 想定される社会機能の状況とその維持に当たり企業等に期待される対策・目標（2）  

フェーズ  4A（国内非発生）  

○従業員不足により、運行本数が減少  ○外出自粛により公共交通機関に   想定され  □公共交通  
】る状況  l   対する需要が減少   ○外出自粛・通勤手段の変更により、公共交通機関への  l  

○徒歩・自転車■自動車等による通  

l  

勤が増加   

対策   ○危機管理組織の設置  ○感染予防策の継続的強化   ○感染予防策の継続  

等の準備  ○最小限の従業員による勤務体制  ○感染防止策の継続  

○従業員の感染予防策  
の強化   

目標   ○通常運行を維持   ○通常運行を維持   ○需要に応じた運行水準を維持   ○需要に応じた運行水  

準を維持   

ロ通信   想定され  ○外出自粛や在宅勤務体制への移  ○外出自粛や在宅勤務体制への移行等により、電話tイ  

る状況  行等により、電話・インターネッ  ンターネットの通信需要が増加  

トの通信需要が増加   ○通信需要増に伴う一時的な通信速度の低下  

○窓口業務、カスタマーサービスの中断（従業員不足又  

は感染予防対策のため）  

対策   ○危機管理組織の設置  ○感染予防策の継続的強化   ○保守・運用業務を維持（その他の業務は縮小・中断）  ○感染予防策の継続  

等の準備   ○最小限の従業員による勤務体制  ○感染予防策の継続的強化  
○感染予防策の強化   への移行   ○最小限の従業員による勤務体制の継続  

目標   ○通常機能を維持   ○通常機能を維持   ○通常機能を維持   ○通常機能を維持   
口金融   想定され  ○現金を引き出す市民が増加（ATM  ○従業員不足又は感染防止の観点から、窓口業務、カス  

る状況  の利用が増加）   タマーサービスが中断するおそれ  
OA川への現金流通が滞り、一時的にサービス中断  

対策   ○危機管理組織の設置  ○感染予防策の継続的強化   ○決済機能、AT…機能、保守・運用業務を維持（その他  ○感染予防策の継続  
等の準備   ○最小限の従業員による勤務体制  の業務は縮小・中断）  

○感染予防策の強化   への移行   ○感染予防策の継続的強化  

○最小限の従業員による勤務体制の継続  

目標   ○通常機能を維持   ○決済機能・A川機能の維持   ○決済機能・ATM機能の維持   ○機能の回復   

□行政サービス  想定され  ○行政窓口への問合せ  ○住民からの問合せが急増   ○職員不足又は感染防止の観点から、窓口業務が中断す  
る状況   が増加  るおそれ  

対策   ○危機管理組織の設置  ○感染予防策の継続的強化   ○感染予防策の継続的強化   ○感染予防策の継続  
等の準備   ○最小限の従業員による勤務体制  ○国民生活維持に必要な最低限のサービスを提供。他の  ○縮小・中断した業務の  

○感染予防策の強化   への移行   業務は縮小   再開  
○国民生活維持に必要な最低限の  

サービス（行政手続き、ゴミ収集  

等）を維持。他の業務は縮小  
○住民相談窓口の設置   

目標   ○通常サービスを提供  ○必要最低限のサービスを維持   ○必要最低限のサービスを維持   ○通常サービスを提供   

※ 国の対策として、別途、医療従事者、社会機能維持に関わる者へのプレ／くンデミックワクチンの段階的な接種を検討。（接種対象、接種時期については検討中。）   



表8－3 想定される社会機能の状況とその維持のために企業等に期待される対策・目標（3）  

4A（国内非発生）  字軒串‡警書塗憲実ぉ悪■；．言漂東京示んこプニ霊  フェーズ           □食料品・生活必  想定され  ○食料品・生活必需品  ○市民の買い占めにより食料品・生  ○海外での感染拡大に伴い、食料品等の輸入が中断    需 
品の輸入・製  を買い求める市民が  ○国内での感染拡大伴い、食料品等の製造が減少  

造  増加   

対策   ○危機管理組織の設  ○感染予防策の継続的強化   
置等の準備  

○感染予防策の継続  
○最小限の従業員による勤務体制  ○縮小・中断した業務  

○感染予防策の強化   の再開  

目標   ○通常の供給を維持  ○国民の健康維持のため必要な最  ○輸入・製造をできる  
小限の品目を確保   だけ増加   

、云   ○事業活動休止又は稼働率低下に  ○従業員不足による集配の遅延、サービスの中断  
送、倉庫等）   る状況  より、物流量が減少   ○物流量が大幅に減少  

○中小事業者は休業する可能性  ○宅配、通信販売等に対する需要が大幅に増加  
○宅配、通信販売等に対する需要が  

増加  

対策   ○危機管理組織の設  ○感染予防策の継続的強化   ○食料品・生活必需品供給、社会インフラ維持のための物流  ○感染予防策の継続  
置等の準備   ○最小限の従業員による勤務体制  を確保するため、業務資源を集中  

○感染予防策の強化  への移行   ○感染予防策の継続的強化  

目標   ○通常機能を維持   ○通常機能を維持   ○食料品・生活必需品供給、社会インフラ維持のための物流  

機能を維持   ビスを提供   

ロ流通（小売、卸  想定され  ○中小事業者は休業する可能性   ○従業員不足・休市等により卸売市場機能が低下し、生鮮食  
売）   る状況  ○宅配、通信販売等に対する需要が  料品等の流通も中断  

増加   ○小売店の従業員不足や物流機能の混乱により物資流通が  
遅延又は中断  

○宅配、通信販売等に対する需要が大幅に増加  

対策   ○危機管理組織の設  ○感染予防策の継続的強化   ○自治体との事前協定等に基づき、スーパー、コンビニなど  ○感染予防策の継続  
置等の準備   ○最小限の従業員による勤務体制  地域の拠点となる食料品・生活必需品店の営業を継続。そ  

○感染予防策の強化  への移行   れらの関連事業者は、食料品等の流通に業務資源を集中  
○感染予防策の継続的強化  

日梼   ○通常機能を維持   ○通常機能を維持   ○食料品・生活必需品、社会インフラ維持のための流通機能  
を維持   ビスを提供   

※ 国の対策として、別途、医療従事者、社会機能維持に関わる者へのプレパンデミックワクチンの段階的な接種を検討。（接種対象、接種時期については検討中。）   



ことができる。また発熱や 

△  十分な防護効果が得られるという科学的根拠はない   

（○）  

患者数が相当数増加してきた時点、N95マスク以上または防じんマスクDS2規格以上  
※1   が入手困難になった場合あるいは他の状況での使用が優先される場合に不織布製  

マスク（サージカルマスク）の使用になる   

pAPRは、環境からの飛沫などの粒子状物質を電動フアンとフィルタによって除去した  
空気を着用者に送風する。防護性が高く、また呼吸も製品によってはしやすく長時間  

※2    着用も可能である。高価で使用には熟練が必要なことから、非常に高いリスクが考え  
られる場合にのみ使用されるべきである。   

※3  感染が拡大しフェーズが進むにつれ、必然性が薄れると考えられる   

。）手洗いの励行や、症状のある者に近づかないことが大切0  
重要   b）保護具の装着等の教育を行う。一部の保護具（マスクやPAPR、ゴーグル又はフェ  

イスシールド）は医療従事者以外には特に教育が必要。   

参照：国立感染症感染症情報センター：「鳥（H5Nl）・新型インフルエン  

（フェーズ3～5）対策における患者とその接触に関するPPE（個人防護具）につい  

て Verl、4」  

注意  a）この表は、現行のガイドラインに沿って作成したものである。  

b）ここに示した感染予防と防護対策と保護具の水準は、推定される新型  
インフルエンザの感染経路により、現時点でとりうる最も適当だと考えら  
れる策として推奨するものである。各織場における職員の教育・訓練や、  
備蓄等の検討材料として活用していただきたい。今後の研究による医学  
的知見および今後のガイドラインの見直しによりにより、漸次改訂される  
ことが予測される。よって、常に最新の情報を収集するよう配慮されたい。  
c）④～⑥のPPEに関しては、専門家の間でもまだ一致した合意が得ら  
れていないため、今後、出てくる知見や議論等に応じ変更する可能性が  
ある。  



ワクチン及び抗ウイルス薬部門  

プレパンデミックワクチンの製造に用いるウイルス株について   

本年9月以降のプレパンデミックワクチンの製造（製造後は原液の形  

で貯留）に用いるウイルス株については、現在までの我が国のプレパン  

デミックワクチン備蓄とWHOによるワクチン製造用ウイルス株の情報  

及びトリーヒト感染の発生状況に鑑み、現在までに入手可能なH5Nl型  

ウイルスのうち、クレード2．2の2005年に中国青海省で分離された株  

（A／Qinghai／1A／05）をリバース・ジェネティツクス法を用いて弱毒化し  

た株であるA化ar－headedgoose／Qinghai／1A／2005株とすることとした。  

（参考）   

プレパンデミックワクチンの製造（製造後は原液の形で貯留）については、現   
在までに入手可能なH5Nl型のウイルスのうち、下記の製造・備蓄を実施してい   

る。   

○平成18年度  

2004年にべトナムで分離されたウイルス（A侃etnam／1194／04，Cladelに分   

類されている）の弱毒化した株であるNIBRG－14株と2005年にインドネシア   

で分離されたH5Nlの株（A／Indonesia／5／05，Clade2．1に分類されている）を、   

リ バース・ジェネティ ツク ス法を用いて弱毒化した株   

（Indo／5／2005（H5Nl）rpR8－IBCDC－RG2）を使用して製造。  

○平成19年度  

2005年に中国安徽省で分離されたH5Nlの株（A／Anhui／1／05）を、リバー   

ス・ジ ェ ネ テ ィ ツク ス 法 を 用 い て 弱 毒化 し た株   

（Anhui／01／2005（H5Nl）／PR8・IBCDCrRG5Clade2．3に分類されている）を使   

用して製造。   



研究名   新型インフルエンザウイルスに対するプレパンデミックワクチンの安全性の  

研究   

研究の目的   ①沈降新型インフルエンザワクチン（インドネシア株、安徽株）を各棟、健康  

成人3，000人（計6，000人）を対象にプレパンデミックワクチンの安全性を確  

課する。  

②新型インフルエンザがパンデミックとなった後に有効性を確認する。   

研究デザイン   非盲検試験   

ワクチン   沈降新型インフルエンザワクチンH5Nl「北研」（安子J              数珠）  

沈降新型インフルエンザワクチンH5Nl「ピケン」（インドネシア抹）   

用法・用量   沈降新型インフルエンザワクチンH5Nl「北研」（安徽株）または、沈降新型  
インフルエンザワクチンH5Nl「ピケン」（インドネシア株）15l上gを3週間±  

7日間の間隔で2回筋肉内接種   

評価項目   ①安全性評価項目  

ワクチン接種1回目から事後観察目までに発現した有害事象及び副反応の  

種類、程度、持続期間及び発現率  
②新型インフルエンザパンデミック後に新型インフ／レエンザ様症状が発現し  

たかを郵便・電話などで確認する。   

目標被験者数   
6000例   

実施予定期間   2008年8月～2008年12月   

研究体制   研究代表者：独立行政法人国立病院機構三重病院院長 庵原俊昭  
臨床研究調整医師事務局：独立行政法人国立病院機構本部   

スケジュール  
バンデ  

顎顎          ミック頂  

綱吉  

綾適口1  

絃下体五割領  

ワクチン綾童  

偲簾覇票絃下  て馬患  

E誌記入体温加圧   U  U   △  し   0  △  モ藍召  

自害雲象  

0：顔乱△二転害妻象が生じた思合、⊂：き抹茶初の1CO夙は来院－  

飼針け二紆割虔旨矢尻出  

◆1：】日日つプチン接凄Bを○とす竜．  

－2：1司日カワクチン尉王日かE起首して21⊥了日の佃をもにせる．  

tヨ：2頭日刀ワクチン捜旺日か∈起首して30±了日の婚をもたせる．  

ーd二健康観宰日詰田椚吉．琵載事項の確詑をお「なう．  



臨床試験の概要  

研究名   沈降新型インフルエンザワクチンの持続性及び交叉免疫性に関する臨床試験   

研究の目的   健康成人志願者を対象として、沈降新型インフルエンザワクチン（安徽抹又は  
インドネシア抹）の筋肉内接種における免疫原性（持続性及び交叉免疫性）                  及  

び安全性を検討する。   

研究デザイン   非盲検試験   

試験薬   沈降新型インフルエンザワクチンH5Nl「北研」（安徽抹）  

沈降新型インフ／レエンザワクチンH5Nl「ピケン」（インドネシア株）   

用法・用量   試験薬0．5mLを上腕三角筋に、3週間±7日間の間隔をおいて2回筋肉内接  

種する。   

評価項目   1．免疫原性評価項目  

1）H5Nl型インフルエンザウイルスに対する中和抗体価  

2）H5抗原に対するⅡⅠ抗体価  

2．安全性評価項目  

試験薬1回目接種（DayO）後からⅥsit③（事後観察）までに発現し                  た有  

害事象及び副反応の種類、程度、持続期間及び発現率を検討する。   

目標被験者数   計200名   

実施医療機関数  7施設   

実施予定期間   2008年8月～2009年3月   

研究体制   代表研究者：独立行政法入国立病院機構三重病院院長 庵原俊昭  

試験調整機関：社団法人日本医師会治験促進センター   

スケジュー／レ  
Vi岳頁t由 Yi声i＝t② サi5主t③  

嘩自環鐘 観察  

、ウ叫  ゴ 
l～7  8－－   l～7  8～  旧   経過日（Day）  

文  

寧 

診察  事 同  O 
医  
療  や  

¢  ≡≒－▲・P 

意 取 得  
試験薬接種  ¢  ＝：．Q  

自  
宅   （コ  ○  △  ○   ○  △  

○：必須、△：有害事象が生じた場合 網掛け：被験者来院日  



臨床試験の概要  

研究名   沈降新型インフルエンザワクチンのブースター効果に関する臨床試験   

研究の目的   沈降新型インフルエンザワクチン（ベトナム株）接種者を対象として、沈降新  

型インフルエンザワクチン（安徽株又はインドネシア抹）の筋肉内1回接種に  

よる免疫原性及び安全性を検討する。   

研究デザイン   非盲検試験   

試験薬   沈降新型インフルエンザワクチンH5Nl「北研」（安徽株）  
沈降新型インフルエンザワクチンH5Nl「ビケン」（インドネシア抹）   

用法・用量   試験薬0，5mLを上腕三角筋に1回筋肉内接種する。   

評価項目   1．免疫原性評価項目  

1）H5Nl型インフルエンザウイルスに対する中和抗体価  

2）H5抗原に対するHI抗体価  

2．安全性評価項目  

試験薬接種（DayO）後からVisit③（事後観察）までに発現した有害事象及  

び副反応の種類、程度、持続期間及び発現率を検討する。   

目標被験者数   
計200名   

実施予定期間   2008年g月～2009年3月   

実施医療機関数   10施設   

研究体制   代表研究者：独立行政法人国立病院機構三重病院院長 庵原俊昭  

試験調整機関：社団法人 日本医師会治験促進センター   

スケジュール  
Vi Visit②  

試験薬按痙  
観察  

事後観察   

DayO  
経過日（Day）  1～7   7   2l  
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○：必須、△：有害事象が生じた場合網掛け：被験者来院日  



医療部門  

都道府県等におけるパンデミックに備えた医療体制整俄にフいて  

1．背景  

平成19年3月に当専門家会議により「医療体制に関するガイドライン」を策定し、都道  
府県等において医療体制の整備を進めているところであるが、十分な体制が整っていない現  
状に対し、都道府県・市町村・医療機関等において、 以下の問題点があげられる。  

①新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する情報が不足している。  

②自治体、関係機関によって、具体的対策やその必要性についての認識（危機意識）  
に差がある。  

③体制を整備するための都道府県（保健所）と医療機関、市町村、消防機関等、関係  
機関との連携が不十分である。  

④以上の対策にかかる人員・予算の確保が十分に進んでいない。  

2．医療体制の整備を推進するための具体的な対応策   

○医療体制の整備の現場となる都道府県・市町村・医療機関等において、以下の対応策が挙げら   

れる。   

● 二次医療圏ごとにおける取るべき対応策の抽出   

t 関係者の役割の明確化   

● 自治体・関係機関におけるネットワークの構築   

＞ 保健所、医療機関、医師会、消防機関ご市町村等の地域関係者による協議会の設置等   

● 体制整備の進捗状況の把握   

● 訓練の促進   

● 必要な人材の確保・養成   

● 必要な対策にかかる予算の把握・確保   

○上記の対応策を推進するために、実施主体への支援を行う国において、以下の対応策が挙げ   
られる。   

● 現在発生している鳥インフルエンザ（H5Nl）の症例に関する情報の収集、及び情報提政   
● 医療体制における具体的、先進的な実例の提示   
● 都道府県・市町村、医療機F斯こおける人材の確保・養成   

＞ 地域において中心となる自治体職員・医療従事者等を対象とし、専門家を交えた研修・ワー  
クショップの開催   

● 都道府県を通じた医療機関のニーズ調査  

＞ 必要な人材・器材（PPE、人工呼吸器等）の確保  

＞ 医療提供体制の法令の柔軟適用等の．検討、及びそれについての都道府県への周知   

● 必要な対策にかかる予算の把握・確保  

』   



新型インフルエンザ患者の治療における  

人工呼吸器確保の考え方   

2008年7月30日  

パンデミック時に重症の新型インフルエンザ患者が多数発生した場合、人工呼吸器が  

不足する恐れがある。このため、フェーズ3の段階から、必要な台数について調査・検  

討する必要がある。本件の検討にあたっては、以下の点に留意してはどうか。  

1．必要台数の推定について  

重症の新型インフルエンザ患者の入院医療を担当する医療機関において、現在、人工  

呼吸器が何台あり、うちどれだけの台数が新型インフルエンザ患者の治療に確保できる  

か、更に人的資源を鑑みて何台使用可能か等について、調査が必要である。  

2．備蓄する人工呼吸器の種類について  

備蓄する人工呼吸器の種類を選定するに当たっては、誤操作を防ぐため、現在、各医  

療機関で使用している人工呼吸器と同じタイプが選定される等の配慮が必要である。  

3．保管場所について  

実際に使用される場である新型インフルエンザ患者の入院医療を担当する医療機関に  

おいて、 管理・保管できるよう検討する。  

4．関連する備品の準備について  

人工呼吸器を使用するにあたっては、管理を行う医療従事者が、発生するエアロゾル  

を吸入したり、患者と接触することによって感染するおそれがある。このため、医療従  

事者を防護するために十分なPPE（個人防護具）を確保することも検討する必要があ   

る。   



サーベイランス部門   

新型インフルエンザ対策におけるサーベイランスシステムの  

抽出された課題について  

1．  これまでの経緯と背景  

新型インフルエンザ対策（フェーズ4以降）におけるサーベイランスシステムについ   

ては、行動計画に基づき平成19年3月に策定されたガイドライγに、9つのシステム   

が明記されている。しかしながら、十分な議論が終了しているわけではなく、また既存   

の感染症サーベイランスシステム（NESID）を活用できるものについては、各関係機   

関における推進が行われたが、一部のものは、実際のシステムが稼働できる状態にはな   

い．  

7月に開催されたワーキングループでは、これらの進捗情報を交換するとともに、サ   

ーベイランスシステム別、関係機関別の課題の抽出が行われた。  

2．  課 題  

（1）我が国における新型インフルエンザ基本戦略に基づくサーベイランスシステムの目  

的の明確化   

① 基本戦略の実施に際し不可欠な情報・データを明確化することが必要であり、この  

ためには、まず全体戦略を明確化する必要がある   

② そのうえで、各システムの目的を確立し、それに合致した各情報・データを収集す  

るためのサーベイランスシステムを検討する   

③ 関係機関と各サーベイランスシステムの目的を共有し、協力体制を確立する  

（2）個別のシステムにおける課題の解決  

● 疑い症例調査支援システムの充実  

● 診断・検査・ウイルス学的サーベイランスに関する体制整備 ▲  

● 各自治体、医療機関におけるデータ入力の負担軽減・作業継続のための方策  

● 各自治体レベルでのサーベイランスシステムに関する訓練の実施  

（3）効率的なサーベイランスシステムのためのプラン策定  

① 短期プランの策定  

基本戦略・施策決定のために必要な情報を収集するため、現存するシステムを最大  

限活用し、効率的なサーベイランスを行うためのプランを検討する  

② 長期プランの策定  

‘新型インフルエンザ対策推進のために新たに構築する必要のあるシステムについて  

検討するとともに、それらを新興再興感染症対策全体に応用出来るよう、プランを  

検討する  

1   



烏由来新型インフルエンザ対策の推進について   

烏由来新型インフルエンザについては、世界的な大流行が危倶され  

ており、その対策を早期に請じ、万全の体制を整備しなければ、国民の  

生命及び健康に重大な影響を与えかねない、国家の危機管理上、重  

大な問題である。   

このため、与党烏由東新型インフルエンザ対策に関するプロジェクト  

チーみにおいては、本年1月以来14回にわたる検討を重ね、鳥由束新  

型インフルエンザについて、ウイルスを国内に容易に侵入させないための  

水際対策をはじめ、必要な医薬品の備蓄や研究開発の推進、各地方  

自治体における医療体制の整備等に関して、今後、我が国において取  

り組むべき総合的な対策をとりまとめた。   

政府においては、本提言を踏まえ、各地方自治体等関係団体と協  

力L、鋭意対策を推進してい〈ことを求めるものである。  

平成20年6月20日  

自由民主党  

そ丁主＿産  政務調査会長   ■■r   →  

公明党  

政務調査会長 

者藤飯丸   



鳥由来新型インフル工ンザ対策の推進について  

平 成 2 0 年 6 月 2 0 日  

与党鳥由来新型インフルエンザ対策  

に関するプロジェクトチーム   

wHO（世界保健機関）の発表によれば、5月28日現在、世界における鳥インフル王  
ンザの感染者は382人となっており、そのうち、死亡者は241人に達している。そのうち、  
インドネシアでは感染者は133名．、中国では30名であり、東南アジアを中心に感染国は世  
界15カ国に拡大し、今後ともその発生は収束しないと見込まれている。   

こうした状況の下、この鳥インフルエンザウイルスの変異による人から人へ感染する  
新型インフルエンザの発生は、もはや時間の問題であると言われ、予断を許さない状況  
が続いている。   

この鳥由来新型インフルエンザが、我が国で発生した場合には、感染者は約3200万人、  
また死亡者は17万人から64万人にも達するおそれがあるとされており、我が国の社会経  
済の損失も、非常に大きなものになる可能性が否定できない。   

鳥由来新型インフルエンザから、国民の生命と健康を守り、我が国社会の混乱を回避  
するためには、まさに国家の危機管理の問題として、政治の責任において国及び地方公  
共団体が総力を挙げて対処することが求められている。   

こうした認識の下二今年1月、「与党鳥由来新型インフルエンザ対策に関するプロジ  
ェクトチーム」を開催し、これまで、14回にわたり議論を重ねてきた。この半年間にお  
ける議論を踏まえ、早急に以下のような対策に取り組むべきことを提言する。  

1．新型インフルエンザから在外邦人等を守るための支援策の充実   

（1）新型インフル工ンザ発生前の支援   

○ 国は、企業の社員等が、新型インフルエンザの発生が予想される国に赴任■・出張を  

する場合に、予め国内の医療機関で医師の処方を受けることにより（この場合、医  
療保険の適用はない）、タミフル等の抗インフルエンザウイルス薬を海外に持参し、  
服薬する方法等について広報・周知を図る。  

○ 国は、在外邦人が、滞在国における新型インフルエンザの発生時に、自らの判断と  

責任において、帰国するか否かを適切に選択することができるよう、関係機関や在  
外公館との連携を強化し、滞在国における感染拡大の状況、医療体制や治療薬等治  
療手段の入手の可能性、滞在国政府の方針等について迅速に正確な情報の周知を図  

る。  

○ 新型インフルエンザ発生時における混乱を避け、帰国を希望する在外邦人の円滑な  
帰国を実現するた捌こは、新型インフルエンザの発生の疑いの段階で情報を入手で  

きる体制が必要であり、国は、日頃から新型インフルエンザの発生情報に関して諸  

外国や国際機関と緊密に情報交換できる体制を確立する。  

・1・   



（2）新型インフルエンザ発生後の支援   

○ 国は、新型インフルエンザの発生情報を入手した場合は、主要国及びWHOの動向  

を踏まえつつ、直ちに政府としての対処方針を決定するとともに、在外邦人に当該  
情報を速やかに伝達し、早期の帰国を促す。   

○ 国は、在外邦人が引き続き発生国に留まる場合を含む在外公館による支援体制の充  

実を図る。このため、現地の医療事情や在外邦人からの強い要望を十分に踏まえ、  
在外邦人及び在外公館の職員等のための抗インフルエンザウイルス薬・個人防護具  

等の重点的備蓄、医療関係者の派遣、また、接種が可能となった場合には、在外公  
館の職員等に対する優先的なプレパンデミックワクチンの接種など必要な措置を行  

う。   

○新型インフルエンザ発生後に定期航空便や船便が運航停止した場合においても、人道  

上、帰国を希望する在外邦人が可能な限り帰国することができるよう、検疫体制や停   

留場所の確保、輸送能力、輸送に当たる乗務員の安全確保、滞在国における国民感情   

等を勘案しつつ、政府専用機、自衛隊機、海上保安庁航空機等の活用方針を検討する。  
また、航空会社等との問においても、チャーター便の活用について協議を進める。   

○ 国は、発生国にある日本人学校等から帰国した学齢児童生徒について、それが一時  
的なものであっても、就学の機会が適切に確保されるよう関係機関に周知する。  

2．海外から新型インフルエンザウイルスを容易に侵入させないための水際対   
策の強化等  

○ 国は、患者に対する入院、感染のおそれのある者に対する検査、停留者の監視、説  

得などが確実に実施できるよう、検疫に係る人員を確保する。また、周辺の宿泊施  
設等の理解や協力を待つつ、海外からの大量の入国者にも対応できるような停留場  
所の確保に努めるとともに、停留等を実施する際の警察官、海上保安官等による警  

備体制についても準備する。  

○ 国は、様々な新型インフルエンザ発生のケースを想定し、それに対応した検疫実施  

空港、海港の集約化方針を予め明確化する。  

○ 検疫実施空港、海港の集約化を実施した場合、検疫所は、入国管理局、税関等関係  
機関や各空港会社等との連携を図るとともに、検疫実施空港、海港の所在地、感染  

のおそれがある者の住所地等の地方公共団体とも密接に連携がとれる体制の整備を  

図る。また、航空会社等との密接な協力関係を構築する。  

○ 国は、密入国者による新型インフルエンザウイルスの侵入を由止するため、取締機  

関が緊密に連携し、発生国から来航する船舶等に対する立入検査を強化するなど、  
発生国からの密入国者に対する監視取締りの強化を図る。  
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3．必要な医薬品を国民に確実に提供するための医薬品の備蓄と研究開発の推   
進等   

（1）抗インフル工ンザウイルス薬の備蓄の強化  

○国及び都道府県は、パンデミックワクチンの製造がなされるまでの問の国民の生命  
と健康を守るため、抗インフルエンザウイルス薬の備蓄について、最新の医学的な  

知見、諸外国における抗インフルエンザウイルス薬の備蓄状況、鳥インアルエンザ  
の発生状況、抗インフルエンザウイルス薬の流通状況等を勘案しながら、現在の国  

民の23％相当から40～50％程度まで段階的に引き上げる。  

○その際、リレンザについては、タミフル耐性ウイルスの出現に備え、タミフルの－   

定割合の量を確保する。   

（2）プレパンデミックワクチンの事前接種等  

○プレパンデミックワクチンについては、これまで、新型インフルエンザが発生した  

段階で接種をすることとされていたところであるが、臨床研究として、今年8月か  
ら約6000人に接種を行う。それと平行して、発生前の段階での医療従事者や社会機  
能の維持に関わる者に対する接種について、幅広く関係者等の意見を聞きながら、  

検討を開始する。臨床研究の結果、安全性や有効性が確認された場合には、来年4  
月以降、段階的に接種を実施できるよう準備を進める。  

また、その接種結果を踏まえ、さらに高い安全性が確認された場合には、これら  

以外の接種を希望する者に対する接種についても検討を進める。   

（3）パンデミックワクチンの製造体制の強化等  

○現在1年半前後かかるとされるウイルス株が同定されてから全国民分のパンデミッ  

クワクチンを製造するまでの期間を6カ月以内とすることを目指して、細胞培養法  

など新しいワクチンの製造法の研究開発及び生産ラインの整備を推進する。その際  
には、危機管理の観点から、国内に複数のワクチン製造のための生産ラインを整備  

することを目指す。また、国は、パンデミックワクチンの早期確保を図るため、ワ  
クチンの研究開発の推進や製造体制の強化を含め、ワクチン製造業者等に対する必  
要な支援等を行う。な串、製造体制が整備されるまでの間については、現行のワク  
チン製造体制において可能な限りの生産能力の向上を図る。   

（4）プレパンデミックワクチン及びパンデミックワクチン接種対象者及び接種順位等  

○国は、上記（2）の検討や（3）の支援を踏まえ、パンデミックワクチン、プレパ  

ンデミックワクチンの接種対象者（医療従事者及び社会機能の維持に関わる者、接  

種を希望する者等）や接種順位及び接種方法について、透明性、公平性等に配慮す  
るとともに、国民的議論も踏まえながら、速やかに検討し、明確化・具体化する。  
また、ワクチンに関する流通・接種体制の整備を行う。  
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○ 全国民が接種の対象となるパンデミックワクチンの接種順位については、医療従事  

者や社会機能の維持に関わる者のほか、感染率が高い地域の住民や、現段階で新型  

インフルエンザが重症化する可能性が高いと想定される若年者を優先して接種する  

ことを基本として検討する。   

（5）研究棟関体制の弓童化と研究開発の推進   

○ 細胞培養ワクチンや経鼻粘膜ワクチンの開発促進等のため、国立感染症研究所や大  

学等の研究機関の体制強化を行うことも含め、必要な研究開発の推進を図る。   

○ より効率的・効果的な診断を行うため、短時間で感染の有無を判断できる迅速診断  

キット等の研究開発の推進を図る。   

（6）医薬品の研究開発等に係る戟略的検討   

○ プレパンデミックワクチンの備蓄及び接種、パンデミックワクチンの研究開発、製  

造体制の強化、抗インフルエンザウイルス実の備蓄及び投与等について、現段階で  

想定できる範囲における工程表等を作成し、戦略的に準備を進める。  

4．パンデミック時にも国民が安心して医療を受けられる地域の医療体制等の   
確立   

（1）都道府県（政令市等を含む）における公衆衛生行政の強化  

○ 国は、医療専門職に対する短期及び長期の研修の実施などにより、新型インフルエ  

ンザ対策をはじめとする感染症対策の専門家の養成を推進する。また、都道府県は、  
各保健所、地方衛生研究所等に必要な専門家が配置される体制整備を進める。   

（2）都道府県を中心とした新型インフルエンザに対する医療体制の整備  

○ 新型インフルエンザが発生した場合に必要となる病床数は、全国で約10万床と推  

計されており、これを速やかに確保するなど必要な地域の医療体制を整備するため、  
国、都道府県は以下の対策を講じる。  

○ 都道府県は、二次医療圏を単位とし、保健所が中心となって、地域の医師会、国立  

病院機構や大学病院等を含む医療機関、市町村、消防等の関係者からなる対策会議  
を設置し、必要な病床、発熱外来の確保をはじめ、抗インフルエンザウイルス薬の  
処方体制等の確立、これらに必要な医療従事者の確保について、地域の関係者が密  

接に連携をとりながら、早急に具体的な体制整備を推進する。  

○ また、都道府県内に知事をトップとし、地域わ医療関係者、市町村、その他の関係  
機関の代表からなる対策本部を設置し、二次医療圏ごとの医療体制の整備状況を随  
時フォローアップするとともに、必要な助言、調整を行える体制を整備する。  
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○ 国は、医療体制の確保について具体的なマニュアル等を提供するなど、必要な助言  
等を行うとともに、都道府県の体制整備の進捗状況について定期的にフォローアッ  

プを行う。   

○ 国及び都道府県は、上記に係る医療機関等が、医療従事者の感染を防御するマスク  
等の医用晶、患者の治療に必要となる医薬品や人工呼吸器等の医療器材を確保する  

よう適切な措置を講じる。   

○ 国は、医療機関内での感染防止の観点等から、新型インフルエンザの発生時におけ  

る在宅医療や遠隔医療の有効性、現場における実行可能性等について検討し、発生  
時における在宅医療のあり方について、都道府県、市町村に必要な助言等を行う。   

○ 国は、医療機関の収容能力を超えた場合における医療機関以外の具体的な医療提供  
の可能性について検討する。   

（3）‾市町村を中心とした要介護者等に対する対策の整備   

○ 市町村は、新型インフルエンザ発生時においても、在宅や福祉施設に入所する高齢  
者や障害者等の要介護者や社会的弱者に対し、必要な介護サービスや食料等を確保  

できるよう、具体的な生活支援体制について早急に検討を行い、その体制の整備を  

推進する。   

○ 国及び都道府県は、上記について具体的なモデルを提供するなど、必要な助言等を  
行うとともに、市町村の体制整備の進捗状況について定期的にフォローアップを行  

う。  

5．国民各界各層に対する新型インフルエンザ対策への取組の要請   

（1・）個人・家庭における取組の要請と国等による的確な情報提供  

○ 国、地方公共団体は、国民や住民に対し、新型インフルエンザに関する正しい知識  
の普及を図るとともに、食料やマスク、消毒薬等の各家庭での備蓄の必要性につい  
て周知徹底を図る。その際、国は、備蓄すべきものの範囲や量について具体的に定  

め、公表する。  

○ 国、地方公共団体は、新型イ．ンフルエンザの発生時には、定時の記者会見やTVの  

スポット広報等により、発生状況や個人として取り得る感染防止策（手洗い、咳エ  

チケット等）、外出自粛の要請や各地方公共団体における発熱相談センター等の相  
談体制や医療提供体制等について、 必要な情報をわかりやすい言葉で迅速に伝達し、  

冷静かつ適切な行動を促す体制を確立する。   

（2）企業における取組の要請と国等の支援  
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○ 社会機能の維持に関わる事業を担っている企業については、新型インフルエンザの  
流行下においてもー定の活動が確実に継続され、必要な国民生活が確保できるよう、  

新型インフルエンザ発生時の具体的な事業継続計画（BCP）の策定等に早急に取  

り組む。   

○ 上記以外の企業においては、感染拡大防止の観点から、活動自粛を含めた新型イン  
フルエンザ発生時の業務方針等の確立を図る。   

○ 国、地方公共団体は、上記の取り組みに対して必要な助言等を行う。また、社会機  
能の維持に関わる事業を担っている企業の従業員に対しプレパンデミックワクチン  

の接種など必要な支援を行うとともに、新型インフルエンザ発生時における中小企  
業向けの金融対策、雇用対策等を実施する。   

○ 国は、社会機能の維持に関わる事業を担っている企業の業務継続に支障が生じない  

よう、発生時において企業の一定の義務を免除する関係法令の周知や、企業の義務  

を定める規定の弾力運用等の検討を行う。   

（3）学校における感染拡大防止ための対応   

○ 新型インフルエンザの感染拡大防止の観点から、学校等の休校や、入学試験の延期  
を迅速かつ的確に行うための国及び現場にヨ封ナる意思決定方法等について明確化を  

「・：－   

（4）国民への情報提供の充実及びマスコミと国、地方公共団体の協力体制の確立   

○ 国、地方公共団体は、国民に的確に情報提供を行うため、パンフレット、逐次更新  
可能なホームページ、国民への質問等に電話対応するコールセンター等を活用した  

情報提供体制の充実を図る。また、メディアの報道内容を即時に把握するための体  
制の整備を図る。   

○ 患者の発生情報に関する広報については、国と地方公共団体の間で明確な方針を確  
立するとともに、必要な訓練を実施する。また、国、地方公共団体において、新型  
インフルエンザに関する広報の専門担当者の配置や養成体制を確立する。   

○ 国や地方公共団体と報道機関との密接な意見交換に基づく共通の理解を前提とした  

上で、新型インフルエンザに関する報道協定の必要性について検討する。  

6．新型インフルエンザに対する国・地方公共団体等の体制整備   

（1）国における体制整備  

○ 内閣官房及び関係省庁における取組体制の整備・強化を推進する。特に、新型イン  
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フルエンザの発生時の対応について、総理をトップとする内閣官房における初動対  

応の体制を確立するとともに、水際対策や地域封じ込め対策などに係る関係省庁の  

連携体制の整備を進める。また、民間も含めた幅広い関係者を含め、対策のあり方  
について一堂に会して検討する体制を整備する。   

○ 新型インフルエンザの流行下においてもー定の業務が確実に継続され、必要な国民  
生活が確保されるよう、パンデミック時における中央官庁の業務継続計画を早急に  

策定する。   

○ 新型インフルエンザ対策については、公衆衛生の枠組みを超えて、大規模災害対策  

等と同様の観点から、都道府県知事に必要な権限等を付与するための法的な整備の  
必要性について検討する。   

（2）都道府県における体制整備   

○ 都道府県は、医療体制等の対策マニュアル等を整備するなど発生時に必要な体制を  
確立するとともに、様々な事態を想定した訓練を実施する。また、保健所職員など  
新型インフルエンザ対策に従事する職員の確保を図る。   

○ 新型インフルエンザ発生時における都道府県知事と自衛隊、警察、消防機関、海上  
保安機関との具体的な連携方策について国や都道府県における検討を進める。   

（3）市町村における体制整備   

○ 市町村は、住民や地元企業等に対し、新型インフルエンザやその対策に関する必要  
な情報提供を繰り返し行うなど新型インフルエンザの流行に備えるための住民等の  

意識の啓発を推進する。   

○ 市町村は、新型インフルエンザ発生時における要介護者の支援体制の対策マニュア  
ル等を整備するなど発生時に必要な体制を確立するとともに、様々な事態を想定し  
た訓練を実施する。また、生活支援等に必要な職員や救急隊員等の確保を図る。   

（4）自衛隊・海上保安庁の活用   

○ 国家の危機管理として新型インフルエンザ対策における自衛隊や海上保安官の役割  

は極めて重要であり、以下の業務について具体的に活用を検討する。  

（自衛隊を活用する業務）   

・新型インフルエンザ発生時における邦人帰国のための自衛隊機・艦船等の派遣   

・疲疫体制を強化するための自衛隊医官等の協力   

・パンデミック時等の医療提供における自衛隊病院及び医官等の活用   

・パンデミック時等の食料・生活必需品の達搬 等  

（海上保安庁を活用する業務）   

・新型インフルエンザ発生時における邦人帰国のための巡視船・・航空機の派遣   

・密入国者による新型インフルエンザウイルスの侵入を阻止するための巡視船艇・航  
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空機による監視取締りの強化   

・発生国から来航する船舶に停留等の措置がとられた場合における巡視船艇・航空機  

による警戒警備の実施   

・巡視船艇・航空機よる離島等からの患者搬送、離島等への医薬品等の輸送 等   

（5）食料一生活必需品に係る危機管理   

○ 国は、新型インフルエンザ発生時の食料供給体制について、食料の輸入経路が遮断  

された場合も想定し、社会機能の維持に関する体制整備の一環として、食料のうち  

確保すべき品目、当該品目の確保の方法、運搬及び提供の方法等について早急に検  
討する。また、生活必需品についても同様の観点から、検討を行う。   

（6）公共交通横間の対応方針   

○ 国は、新型インフルエンザ発生時の公共交通機関の運行方針について、様々な事態  

を想定しながら、社会機能の維持に関する体制整備の一環として、検討を行う。   

（7）危枝管理に必要な資器材等の整備   

○ 水際対策や地域封じ込め対策の関係者（検疫官等）、保健所職員、救急隊員、自衛  
隊員、海上保安官等に係る個人防護具など国及び地方公共団体の危機管理に必要な  

資器材等の整備を図る。   

（8）様々な事態を想定した訓練の実施   

○ 新型インフルエンザ対策について、致死率や感染力、発生地域や発生時の状況等を  

様々に想定した訓練を繰り返し実施し、対策の有効性や準備状況を検証するととも  
に、その結果を踏まえて、適宜、行動計画やガイドラインの見直しを図る。  

7．新型インフルエンザに係る国際協力の推進等   

（1）情報収集等に係る諸外国との協力体制  

○ 新型インフルエンザに関する情報収集を図り、国際的対応を迅速に推進するため、  

アジア各国や欧米主要国をはじめとする諸外国と協力体制を構築する。   

（2）WHO等との連携による国際協力の推進  

○ 国は、新型インフルエンザが発生した場合には、WHO等との連携により、途上国  

に対して必要な医薬品、食料、医療関係者など必要な人材等について支援を実施す  

る。  

○ また、ワクチンや抗インフルエンザウイルス薬の開発についての国際協力の推進に  

－8－   



ついて検討する。   

（3）鳥インフル工ンザ（H5Nl）等の発生国に対する支援   

○ 途上国における新型インフルエンザ対策を推進するため、鳥インフルエンザ（H5  
Nl）の患者が多発している国やその対策が遅れている国等に対し、サーベイラン  

ス体制の強化、新型インフルエンザの専門家の養成、抗インフルエンザウイルス薬  

の備蓄等の支援を引き続き実施する。  

8．新型インフルエンザ対策を充実強化するための予算・人員の確保   

（1）必要な予算の確保  

○ 上記の対策を積極的に推進するため、抗インフルエンザウイルス薬等の備蓄、ワク  

チンの研究開発・製造体制の整備の推進、医療体制の整備、水際対策に必要な資器  

材の整備、広報等に関する必要な予算の確保を図る。  

○ なお、新型インフルエンザ発生は、国家の存亡に関わる重大事であり、我が国は、  

新型インフルエンザの発生が危慎される東南アジアに、最も近接した先進国の1つ  

として、欧米諸国に先んじて、危機管理上の方針を具体化し、必要な体制を整備す  

るべきである。このため、最新の医学的な知見や、新たな技術開発、－wHOや主要  

国等の動向、諸外国における鳥インフルエンザの発生状況を的確に把握しつつ、そ  

れらを随時反映した対応をすべきである。   

（2）必要な人員の整備  

○ 新型インフルエンザ対策を推進するための人員・組織については、水際対策に必要  

な人員、国立感染症研究所におけるインフルエンザウイルス研究センターの設置な  

ど研究開発の推進に必要な人員・組織を含め、必要な体制の整備を図る。  

9．今後更に検討すべき課題  

○ 以上は、現時点において、できるかぎりの取り組むべき対策をとりまとめたもので   

あるが、今後更に関係者等の意見や科学的知見などを踏まえつつ、以下の課題を検   

討し、方針を明確化することが必要である。  

・新型インフルエンザの発生が危倶される国の在外邦人について、 現地の在外邦人等  

の考え方やそれらの諸国の事情等を踏まえた具体的で実効性のある支援策の検討  

・個人や家庭において備蓄すべき具体的な品目や分量等の検討  

・パンデミック時等に日本に居住・滞在する外国人の支援について、 本邦所在の外国   

公館、国際機関等との情報共有・協力体制の強化と外国人旅行者に対する滞在支援  

の検討  

－9・   



・パンデミック時等において、各企業がそれぞれ策定することとされている社会機能  

の推特に関する事業を担う企業における事業方針や、それ以外の企業における業務  

停止等を含む事業方針についての国として基本方針の検討  

・パンデミ ック時等の食料や生活必需品等の流通や供給方法に関する具体的対策の検  

討  

・パンデミック時等における、想定される数段階の被害状況等に応じた公共交通機関   

の運行方針等の検討  

・以上を踏まえた新たな法的整備の必要性についての検討  

ー10－   



参考資料  

新型インフルエンザに対する公衆衛生対応の基本的戦略について（案文）  

国立感染症研究所感染症情報センター  

〔はじめに〕   

2007年3月に新型インフルエンザに関する13のガイドラインが新型インフルエンザ  

専門家会議及び事務局である厚生労働省結核感染症課により策定・発出された。その中  

に各種対策の根幹となるべき早期対応ガイドラインも含まれていたが、あくまでも新型  

インフルエンザの日本国内への侵入早期に対してのガイドラインであり、国内で感染が  

拡大し、流行・蔓延期を迎えた時期に対応できるものではなかった。公衆衛生対応は新  

型インフルエンザ対策の根幹であるが、これまで、国内での流行時における公衆衛生対  

応の明確な基本的指針がなかったために、他の対策や準備の詳細についての検討を進め  

ることが困難であったことは否定できない。   

公衆衛生対応における新型インフルエンザ対策の最大の目的は、国内侵入後にその流  

行を可能な限り遅延させ、①医療体制破綻の阻止、（∋治安、消防・救急、ライフライン  

に代表される社会機能の維持、（∋多くの未罷患者にパンデミックワクチンを接種するこ  

とを可能にすることによって、患者発生数及び健康被害の程度を最小限にすることであ  

る。その目的の達成のために、今回早期対応ガイドラインを発展させた形での新型イン  

フルエンザ公衆衛生ガイドラインを新たに策定するべきと考え、平成20年7月29日  

に国立感染症研究所感染症情報センターにおいてドラフト会議を行った。   

以下に同会議において議論・検討された公衆衛生対応の基本的戦略について、卓の概  

要を記述する。  

〔新型インフル工ンザの国内侵入後のステージ〕   

WHOが発表するパンデミックフェーズは、日本国内の流行状況を反映したものでは  

ない。国内の流行の各段階において、公衆衛生対応を具体化するために、新型インフル  

工ンザが国内に侵入し、流行・蔓延した後に収束するまでを5段階（5つのステージ）  

で表現した。これらステージは、特に早い段階においては国内の各地域においても異な  

っていることが想定されるものであり、都道府県単位で区分するものとする。  

Staqe O：未発生期   

新型インフルエンザがまだ1例も発生していない段階  

StaqeI：侵入早期   

新型インフル工ンザが地域内に侵入し、患者が発生しているが、まだ殆どの発生患者  

の疫学的リンクが明らかであり、接触者を特定するための積極的疫学調査が可能である   



段階  

Staqe Ⅱ：感染拡大期   

地域における患者発生数が増大し、接触者を特定するための積極的疫学調査が不可能  

となった段階  

eⅢ：蔓延期   

地域において新型インフル工ンザの流行が蔓延し、全ての発病者の入院が不可能とな  

った段階  

eⅣ：回復期  

新型インフルエンザの流行が極期を過ぎ、流行が収束に向かっている段階  

〔公衆衛生対応〕   

新型インフル工ンザの国外からの侵入を防止すること以外の公衆衛生対応としては、  

以下の3つに大別される。  

①社会的距離（Socialdistancing）   

新型インフル工ンザはヒトーヒト感染する疾患であることが前提であり、その流行を  

抑制するために学校、幼稚園、保育園等の集団生活の休止、集会等の中止、人の集まる  

企業活動の自粛および制限、外出の自粛、交通制限等があげられる。本対策は抗インフ  

ルエンザ薬やワクチンによる介入とは独立して流行期間中を通して実施可能である。特  

に学校、幼稚園、保育園の休校一問鎖は対策の柱となるものであり、どこまでを対象と  

するか、閉鎖の基準等について明示し、閉鎖によって生じる現象についても準備可能と  

する必要がある。  

②予防投薬（Prophylaxis）   

予防投薬の対象者には、「患者の同居者」、「同居者以外の濃厚接触者」、「患者が通う  

施設に属する者」の3種類がある。「同居者以外の濃厚接触者」への予防投薬は、接触  

者に対する積極的疫学調査が中止された時点で不可能となるが、他の予防投薬は実施可  

能である。  

③早期発見・早期治療（EarIydetection＆treatment）   

患者をできる限り早期に発見し、発症早期より治療を行う。このためには患者サーベ  

イランスの整備、発熱外来やそれに類する相談センターの役割と、治療としての抗イン  

フル工ンザ薬の潤沢な備蓄と配送の整備が重要となる。   



〔基本的戦略〕  

以下に基本的戦略案を箇条書きにして示す  

1．社会的距離（Socialdistancing）はStageIの途中で開始し、Ⅱ～Ⅳの全期間を通じ  

て続行することを原則とする。  

2．学校閉鎖は大学、高等学校、中学校、小学校、幼稚園、保育園を対象とし、当該都  

道府県内で新型インフルエンザに感染して発病した患者が1名発生した時点を開始の  

基準とするが、既に周辺の地域で流行している場合はより早期に閉鎖を開始することも  

考慮すべきである。閉鎖の決定は都道府県知事（もしくは市長村長）が行う。他の専門  

学校や各種学校、予備校、塾の閉鎖についても、原則として本基準に準ずるものとする。  

3．接触者予防投薬は接触者に対する積極的疫学調査が不可となった時点（StageIまで）  

で終了となる。  

4．「患者の同居者」及び「患者が通う施設に属する者」に対する予防投薬は積極的疫学  

調査とは独立して実行が可能であるが、発病者の数倍に相当する対象者に対する投薬が  

どの時点まで実行可能であるか、予防投薬を継続することによって予想される発病者数、  

治療に要する投薬量等を含め検討する必要がある。  

5．現在治療薬は潤沢に備蓄されているか？流行期間中長期にわたって予防投薬を実施  
するとした場合に治療薬・予防投薬を合わせて必要とされる総投薬量は増加あるいは減  

少するのか？今後更に検討していく必要がある。  

6．特に家庭（同居者）に対する予防投薬は、継続的な実施の必要性またその可能性に  

ついて、早急に検討する必要がある。  

7．患者の早期発見・早期治療（早期隔離）を実現するためには、医療体制の整備と維  

持、院内感染対策、医療機関以外の収容先の確保、StageⅡもしくはⅢ以降での軽症者  

の自宅待機、中等症者、重症者における医療資源供給の優先順位の指針の決定等の各対  

策の整備は極めて重要である。  

8．現行のわが国の医療体制の下では、患者の早期発見及びトリアージを実現するため  

には新型インフルエンザ発病者を早期に診断し、迅速に治療を開始することは極めて重  

要である。  

☆、最近の一般の人達へのアンケート調査では、新型インフル工ンザ流行時に発熱した  

場合、約90％の者が医療機関か発熱外来（新型インフルエンザ外来）に行くとの結果   



が出ている。わが国は、通常のインフル工ンザでも医療機関を受診することが当たり前  

であり、現状のままでは新型インフル工ンザの発症が疑われる患者の診察を行う外来施  

設がない場合、一般の医療機関に受診者が殺到し、かえって感染が拡大する可能性が危  

倶される。これらの結果として、大きな混乱やパニックを招きかねない。発病者ができ  

る限り他者と接触せず、速やかに診断・治療を受けることのできる体制の構築が望まれ  

る。また問診（ファックス、e－mail、電話等による）処方箋の発行も可能にするなどの  

方法を考慮する。  

9．新型インフルエンザは毎年流行している季節性インフルエンザと異なり、国民のほ  

ぼ全員が感受性看であって、感染後に発病する率（Attack rate）は高いと推定される。  

早期発見・早期治療の実現のためには、その病原牲等によって、より発病率の高い新型  

インフル工ンザが日本国内におし 

の推定患者数に見合う量の治療用と予防用の抗インフル工ンザ薬の備蓄を行う必要が  

ある。  

〔最後に〕   

新型インフルエンザに対する公衆衛生対応は、あらゆる対策の根幹であるにも関わら  

ず、これまで日本国内における新型インフルエンザ流行の全期間（特に最も長いであろ  

う感染拡大期、蔓延期）を通した基本的戦略はなかった。今回この全期間を通した対策  

ガイドラインの作成に資することを目的として、感染症情報センター内で意見を集約し  

て、本文書を作成した。なお、本戟略はヒトに対して病原性が強く、感染後の発病率  

（Attackrate）が非常に高い新型インフル工ンザが国内で大流行することを想定したも  

のである。まずは起こりえる最悪の事態に対する準備を行うことが、危機管理の鉄則で  

あることを付言する。   




